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1．はじめに

1．1　背景

原子力発電所等で事故が発生して環境中に放射性物質が放出された場合、人が直接被ばくする可

能性としては、大気中に浮遊する放射性物質からの放射線による外部被ばくと吸入による内部被ば

くが考えられる。また、間接的な被ばくとしては、放射性物質が地下水や植物、動物を経由して飲

料水や食品として人が摂取してしまうことが考えられる。吸入あるいは経口摂取された放射性物質

は生体内に沈着して体内組織が長期に放射線を受けることとなり、いずれは様々な健康影響が生じ

る恐れがある。

放射線災害の特徴の「つにはその原因物質である放射能あるいは放射線の存在を人は五感で感知

できないことがあげられる。生活用水としていた川が汚染していることを知らずに住民が被ばくし

た事例がある一方で、実際は汚染していないのに汚染しているのではないかとの不安が先行して農

作物が売れなくなるケースもある。安全な食品を安心して食するためには、行政等による適切な情

報提供が不可欠であり・、かつその情報は科学的根拠等による信頼性の高いものである必要がある。

原子力発電所等の事故は、その影響について公衆が共通の理解が持てるように、国際原子力事象

評価尺度（INES）によって、レベル0から7までの8．段階に分類されている（表1．1・1）。このう

ち、レベル4以上が原子力発電所等の施設外へのリスクをともなう事象とされており、環境に放出

された放射性物質が食品を通して人の被ばく、健康影響にいたる可能性がある事案はレベル4～7

に該当することになる。過去に発生したレベル4以上とされる事故から、代表的な事例について事

故の概要と食品等に関する被害の概要を表1．1・2に示す。

過去に発生した事故について記述した文献の多くは、健康影響及びその他生活に関する影響を最

小限に抑えるためには、適切な情報を時期を失することなく一元的に住民へ提供することが重要で

あるとしている。
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表1．1－1国際原子力事象評価尺度（INES）（1・1）

レベ ル 概　 要 fタJ
事 故 深 刻 な 事 故 ・大規 模 な施 設 にお ける放射性物 質 の大 部分 の外 Ch er nob y l 発 電所
7 部 へ の放 出 ：短 ・長 寿命 核種 を含 む核 分 裂生成 物 ■（1由 6）：

の放 出で あ り、広 い範 囲で の急性 あ るい は晩発 性 旧 ソ連 （現 ウクライ
の健 康 影 響や 長 期 にわ た る環境影 響 をもた らす可 ナ）
能性 の あ る場 合

6 大 事 故 ・放射 性 物質 の外 部 放 出 ：重大 な健 康影 響 を抑制 Ky sh tyTn 再 処理 施設
す るた めに 、緊 急 時 計画 の完全 実施 を必 要 とす る （195 7）：
可 能性 が あ る場 合 旧 ソ連 （現 ロシ ア） ・

5 所 外 へ の リ ・放射 性 物質 の外 部 放 出 ：健康影 響 の可 能性 を最 W in ds ca le 原子 炉
ス ク を伴 う 小 限 に抑 え るた め に、緊 急時計 画 の部分 的実施 を （1957）：英 国
事故 必 要 とす る可能 性 が ある場合 TM二卜2 発 電所

・原 子 力施 設 の重 大 な損 傷 ：発 電炉 の炉 心 の大規 （1979）：米 国
模 損傷 、 重大 な鹿 界 事故 、大量 の放 射性 物質 の施 JCO 臨界事 故 （1如 9）

設 内放 出 を伴 う火 災 や爆 発

4 所 外 へ の大 ・所外 で の最 大 個 人被 ば く線量 が数 msv 程度 とな W ind sca le 再処 理施
き な リス ク る よ うな放 射 性 物 質 の外 部放 出 ：周 辺地 域 での食 設 （1973 ）：英 国
を伴 わ ない 料 摂取 制 限以 外 の所 外 防護活動 を必 要 と しない場 Sa in t Lau ren t 発 電
事 故 A 所 （1980 ）：仏 国

口
・原 子 力施 設 のか な りの損傷 ：発 電 炉 にお け る炉 B uen os A ir es 臨界 装
心 の部 分 的損 傷 や これ に匹敵す る原 子炉 以外 の施 置 （1983）：アル ゼ ン
設 にお け る事 故 で 、 所 内の復 旧に大 きな問題 が生 チ ン
じた場 合 ・急 性 死 亡 の 可能性 が高い 作業 員 の過 大
被 ば く

事象 重 大 な異 常 ・所 外 で の最 大 個 人被 ば く線 量 が 10 分の数 m sv 程 Van de llo s 発電 所

3 事象 度 とな り許 容 限界 を超 え るよ うな放射 性 物質 の外 ‾ （198 9）：
部放 出 ：所外 防護 活 動 を必要 としない場合 スペ イ ン
・急性 健 康影 響 を もた らす よ うな作 業員被 ば くや
重 大 な汚 染 の拡 大 を伴 う事例 ：例 えばこ 数千 テ ラ
ベ ク レル の放 射 性 物 質 が二次格納 容器 に放 出 され
た が十 分 な貯 蔵 区域 へ 回収す る こ とが可 能 な場合
・更 な る機 器 故 障 が 重畳 して起 これ ば事 故 に至 る
よ うな事 象 、 あ るい は 、 ある種 の起 因事象 が発 生
して いれ ば安 全 系 に よ り事故へ の拡 大 を防止 で き
な か った よ うな状 況

2 異 常 事象 ■ ・安全 設備 に重 大 な故障 が あった ものの 、更 な る 美 浜発 電所 2 号機
機 器 故 障 に対 処 す るた めの深層 防護設 備 の健全性 蒸 気発 生器 伝熱 管
が維 持 され た事 象 損 傷 事象
・法定 年 間線 量 限 度 を超 える作業 員被 ば くを伴 う （19 9 1）：日本
事 例 、 あ るい は、 設 計 で想定 され て・い な い施設 内 ■
区 画 にお い て かな りの量 の放射能 が検 出 され対 策
が 必要 とな っ た事 例

1 逸脱 ・認 可 され た 運 転領 域 を超 えた異 常 ：設 備 の故障 、 「もん じゅ」ナ トリ
人 的過 誤 あ るい は 不適 切 な手順 に起 因 （こ うした ウム漏 れ敦 賀発 電
異 常 は、運 転 制 限 条件 を逸脱せず適 切 な手 順 に よ 所 2 号機 1 次 冷却
っ て管 理 され て い る状 況 、即 ち、尺度 以 下 とな る 材 漏 れ （1995）
事例 、 とは 区別 す べ きで あ る）

0 尺 度 以 下 安 全 上の 重要性 はない
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表1．1－2　食品等に影響を与えた原子力発電所等の事故の例

事故 事故の概要と食晶等の影響

テチャ川事故 旧ソ連の軍用再処理施設から高レベル廃液がそのままテチャに放 出され

（1949 年～ 1952 年） 川から生活用水をとっていた周辺の住民が汚染、被ばくした。 1952 年 にな

（1・2）（1・3）（1・4） って川の水の飲料水、産業用への使用が禁止 され、川への放流が中止 され

た。1994 年の国連の調査でこの地域住民は白血病の羅患率が高いことが確

認 された。

キシュテム事故 旧ソ連南ウラルのキシュテムにあった再処理施設で爆発が起 こり大量の

（1957 年） 放射性物質が環境中に放出された。事故後、汚染レベルの高い地域か ら住

（1・2）（1・心 民が移転 したが、移住 しなかった住民は汚染 された食物を摂取 し続 けた可

能性があり、白血球減少症が約 20 ％認 められた。

ウイシズケール イギリスのウインズケT ル （19 57 年）の軍用原子炉火災事故で、大量の

（1957 年） 放射性核種が周辺の環境中に放出され、周辺の酪農地帯の牧草を乳牛が食

（1・2）．（1・3）（1・4） べ ミルクが汚染された。そのため、この地域での牛乳の飲用と販売、出荷

を 2 5 日間にわたり、禁止 し、牛乳や家畜等を廃棄処分 した。調査委員会によ

ると住民に健康上の害が生じた可能性は皆無に近い。

T M I 事故 米国ス リーマイル島の原子力発電所で炉心を融解する事故が発生 し、希ガ

（1979 年） スと放射性 ヨウ素等が放出された。放出された放射性核種は大気 中に牢散

（1・4） し検出が難しいほどで住民の被ばく線量は最大でも 1m Sv 以下 とされた。

しかし事故の社会的インパク トが大きく報道機関が活発に情報を提供 した

ため、避難による道路渋滞や健康不安によも病院への殺到など社会的な混

乱が生 じた。

チェルノブイ リ事故 旧ソ連ウクライナ共和国キエフ市北方約 30k m の町チェルノブイ リにある

（1986 年） 原子力発電所で原子炉が爆発、炎上する前代未聞かつ史上最悪の放射線事

（1・2）（1・4） 故が起 こった。放射線防護対策 として、近隣に住む住民は一時移転あるい

は永久的な移転を強いられた。汚染＿された周辺の町の除染作業が大掛か り

に行われるとともに食物や水の制限も行われ、多くの農作物や ミソレク等が

廃棄処分 され、多くの家畜も避難、移転させ られた。 ヨーロッパの周辺国

において農産物等の汚染が見られた。汚染 レベルの高い地域を中心に小児

の甲状腺がんの発生増加が確認 された。

JC O 事故 東海村のウラン加工施設で通常から逸脱 した方法で作業をしたため臨界

（1999 年） 事故が発生した。事故に伴って微量の希ガスとヨウ素が漏れ出した。東海

（1・4） 村 は、事故を確認・して 350m 圏内の避難、10km 圏内の屋内退避の対策を行

ったが、翌日以降事故収束後に安全を確認 して解除したd　しかし、事故後

も、健康や農作物に関する住烏の不安を解消するために多大な努力 と時間

を要することとなった。
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1．2　日的

食品安全委員会は、わが国の食品行政の要の機関として、食品の健康影響に関するリスクを科学

的知見に基づいて評価し、そのリスク評価の内容等についてリスクコミュニケーションを実施する

ことを役割としている。緊急時においては政府全体として危害の防止や再発防止に迅速かつ適切に

対応するため、国の内外からの情報により、事態を早急に把握し、関係各省への迅速な対応の要請

や国民に理解しやすい情報の提供を行うこととしている．。

食品が放射性物質に汚染された場合においても、食品安全委員会は、科学的根拠に基づいてリス

ク評価を行い、リスクを管理する行政機関に対して基準を示すとともに、国民にわかりやすい情報

を提供することが求められる。

本調査は、原子力発電所等の事故の際の食品安全委員会における適切な対応に資するため、放射

性物質により汚染された食品の健康影響評価等に関する文献の収集、翻訳、整理を行うものである。

1．3　調査項目

セシウム（Cs）、ストロンチウム（Sr）、コバルト（Co）、マンガン（Mn）、プルトニウム伊u）、ヨウ

素（Ⅰ）等、原子力発電所等の事故により大気中に放出され、食品を汚染する可能性のある核種

を対象に、以下の文献を収集・整理する。

1）過去の事故（チェルノブイリ原子力発電所事故、東海村J COウラン加工工場臨界事故

等）における汚染実態、汚染事例、放射能測定結果などのモニタリングデータ（事故発生

後の追跡データを含む）に関する文献

2）各国における原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する対応に関する文献

3）日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

4）放射性降下物の環境中の挙動（土壌から植物への移行、畜産物等への生物濃縮の機構等）

および人体への影響に関する文献

5）放射性汚染物質により汚染された食品の健康影響に関する最近の疫学データに関する文

献

これら調査項目は、原子力発電所等の事故により放射性物質が環境中に放出されてから食品

摂取により健康影響にいたるまでの過程に対応するものである。
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1）過去の事故事例

4）環境中挙動

3）規制、基準

図1．3－1調査項目

1．4　調査方法

（1）調査の方針

収集・整理する文献は、食品安全委員会が行うリスク評価に活用されることを考慮し、科学的知

見あるいは客観的評価と▼して妥当性が確認されたデータ・情報を主とした。

（2）検討会の設置

表1．4・1に示す放射線防護の専門家で構成される「食品健康影響文献調査検討会」を設置し、調

査の実施に関して助言・指導をいただいたム

表1．4・1「食品健康影響文献調査検討会」委員

氏名 所属

黒瀧　克己 財団法人　放射線影響協会

白石　久二雄 独立行政法人　放射線医学総合研究所

森内　茂 財団法人　原子力安全技術センター

南　 賢太郎 財団法人　原子力安全技術センター
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2．過去の事故における汚染実態等に関する文献

2・1チェルノブイ．リ原子力発電所事故

チ土ルノブイリ原子力発電所事故に関しては様々な報告等がなされてきたが、ここでは原子放射

線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEARl：－United Nations Scientific Committee onth9

E鮎ctsofAtomiCRadiation）による2000年（千・1）の報告書を参考にする。UNSCEARは、1955年

に国連に設置された。当初は、大気圏内核実験による環境影響及び人体影響を調査することを目◆的

としていたが、最近は放射線に係わる人類と環境への重要事項全てを調査対象とし、国連総会に報

告を行うとともに、適宜詳細な報告書を刊行している。UNSCEARの報告書は国際放射線防革委員

会（ICRP2：InternationalCommissiononRadiologiCalProtection）による基準値等の検討のため

の科学的な基礎資料となっている。そのため、UNSCEARが引用した文献等は、複数の国際的な専

門家によるレビューを経た、科学的にも信頼性の高い文献といえる。なお、2000年の報告書（以下、

UNSCEAR2000）では、チェルノブイリ事故の被ばくと影響について最新の科学的データが報告さ

れている。

2．1．1　事故の影響

1986年4月26日、チェルノブイリ原子力発電所で起きた事故では、数週間以内に原子力発電所

の職員及び消防士30名が死亡するとともに、約22万人がベラルーシ、ロシア、■ウクライナから避

難することになった。この事故により、破壊された原子炉から放出された放射性核種により、広い

地域の地表が汚染され、多くの一般公衆が被ばくする結果となった。この事故では、131Ⅰは1，760

×1015（Bq）、137Csは85×1015（Bq）の放出が推定されている。事故後、約1年たった1987年から

の汚染地域での被ばくは、主に地表に沈着した134Cs，137Csによる外部被ばくと、134Cs，137Csによ

る食物汚染からの内部被ばくによるものとされている。これに加えて、長期間寄与するものとして、

90Srにより汚染された食物による内部被ばくの重要性も指摘されている。沈着した放射性核種の食

品への影響に関する挙動を表2．1・1に示す。

事故により避難した人々のヨlゥ素による甲状腺被ばく線量についてはいくつかの報告が

UNSCEAR2000で紹介されている（2・2・．2・3）。表2．1・2にウクライナで30kn圏内の村から遅発した人

が受けた131Ⅰ摂取による甲状腺線量の推定値が示されている。この場合の131Ⅰの被ばくは、希ガス

としての吸入がほとんどである。

1原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEARr：UnitedNationsSci9ntificCommitteeon
theE飴cts。fAt。miCRadiation）の略称。核実験による環境影響および人間への健康恕響を世界的

に調査すろために、1955年国連に設置された。現在、UNSCEARは、放射線に係わる人類と環境
への重要事項を調査し国連総会に報告を行っている。

咽際放射線防護委員会（ICRP：InternationalCoふmissiononRadioldgicalprotection）の略称。専
門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う国際組織。
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表2．1・1沈着した放射性核種による食品汚染

環境 核 種 食 品汚染の 内容

陸圏 131Ⅰの よ うな ・葉 菜の汚染

短寿命 核 種 ・牧 草上へ の沈着 に よる ミル クの汚染

137C s や 90S r ・沈 降 した土壌 か らの植 物の根 によ る吸収

の よ うな ・無機 土壌 の場合 には、 137C s と 90S r の 90％までが 0－5cm の深 さに存在

長 寿命核 種 ・泥 炭土壌 の場合 には、 137C s と 90S r の 40～ 70％が 0・如皿 の深 さに存在

・1亨ケc s の食物摂 取の大部 分は、牛乳、肉、芋の汚染 （田舎の地域 では、キ

ノ コ、イチ ゴが重要）

水圏 137C s， 90S r ・海 水や海 洋の沈着 は大容量 の水 での希釈

P u ， A m ・137C s や 90S r の地 上への沈着が高 い 30k m 圏では、 137C s が粘 土の鉱物に

．強 く吸収 され たた め、表層水汚染 は 90S r に起因

・低 レベル の プル トニ ウム同位 体 と 241A m が 3 0k m 圏の川 で測定

・137C s と 90S r の水 圏経路 の食物摂 取への寄与は通 常小 さいが、水 が長時間

滞 留す る湖 での掃 食性 の魚 の筋肉 中の 137C s 濃度 はかな り高い

表2．1－2　ウクライナでの30km圏内の村から避難した人が受けた131Ⅰ摂取による甲状腺線量の推定（2・1）

事 故 時

の 年 齢

（歳 ）

プ リ ビ ア チ 町 チ ェ ル ノ ブ イ リ町 a 避 難 した 村 a

合 計

集 団 線 量

（人 ・G y ）

人 数

昇 術 平 均

線 螢

（G y ）

集 団 級 長

（人 ・G y）

人 数

算 術 平 均

線 量

（G y ）

集 団 級 長

（人 ・G y ）

人 数

算 術 平 均

線 量

（G y）

集 団 線 象

（人 ・

G y ）

＜ 1 34 0 2．1 8 7 4 1 2 1 9 1．5 32 9 3 6 9 3．9 1 4 39 2 5 0 9

1 － 3 2 0 3 0 1．2 8 2 6 9 8 6 5 3 1・ 65 3 1 1 1 5 3．6 4 0 14 7 2 6 5

4 － 7 2 7 10 0．5 4 1 4 6 3 8 9 4 0 ．4 8 42 9 1 4 2 8 1．7 2 4 28 4 3 2 0

8 － 11 2 7 1 0 0 ．2 3 6 2 3 8 4 1 0 ．15 12 6 1 3 6 0 0 ．6 2 8 4 3 1 5 9 2

1 2 － 15 2 7 1 0 0．1 2 3 2 5 8 4 6 0．11 9 3 1 4 4 8 0．46 6 6 6 1 0 8 4

1 6 － 18 2 12 0 0．06 6 14 0 6 5 0 0．09 5 9 9 4 1 0．39 36 7 5 6 6

＞ 18 3 6 7 4 0 0．06 6

－　 24 2 5

9 4 8 8 0 ．16 1 5 1 8 2 1 7 9 4 0 ．4 0 8 7 1 8 1 2 6 6 1

合 計 49 3 6 0 8 3 1 5 1 3 5 9 1 3 2 0 6 2 8 4 5 5 1 8 4 7 5 2 9 9 9 6

乱プリビアチと同じ年齢分布をもつ狐団と仮定。

プリピアチの町は事故のあった原子炉から3kmのところにあり、事故翌日（1986年4月27日）

に住民の避難が開始された。原子炉から30km以内の範囲にある、チェルノブイリ町の蓮難は事故

から約一週間後の1986年5月3日から5月7日にかけて行われた。「方、その他の避難について

は、1986年の9月にかけて行われた。プリピアチ町やチェルノブイリ町は原子炉に隣接している

が、早くに避難が開始されたため、甲状腺線量が他の避難した村に比べて小さくなっている。表中

のプリビアチ町のデータは参考文献（2・3）にもとづいている。
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2．1．2　食品への影響

放射性核種による汚染された食品は、内部被ばくによる人体への影響を引き起こす。特に甲状腺

は、131Ⅰによる被ばくの影響を受ける。◆事故直後の希ガスによる吸入を除くと、事故後の1年間で

の131Ⅰの主な被ばく経路は、牧草一牛一牛乳である。なお、131Ⅰによる甲状腺線量の精度良い推定

には、土壌中のヨウ素濃度の測定が必要とされている（2・4）。また、134Cs，137Cs及び90Srにより汚染

された食品による内部被ばくも重要視されている。事故後、さまざまな内部被ばく線量の測定が行

われてきた。例えば、約百万人についてセシウムの全身線量の測定なども報告されている（2●5）。

（1）ヨウ素（Ⅰ）

ベラルーシの汚染区域における子供の甲状腺推定個人線量の分布を表2．1－3に示す。各年齢群で

推定値にかなり広い幅があることが分かる。ベラルーシはチェルノブイリのあるウクライナに隣接

しており、その中でも、ゴメリ地区とモギレフ地区はチェルノブイリ原子炉から300kmの範囲に

ある。また、ゴメリ地区とモギレフ地区の田舎及び都会における集団の車均及び甲状腺線量の推定

値を表2．1・4に示す。都会よりも田舎の線量が2倍ほど高くなっていることが分かる。

表2．1－3　ベラルーシの汚染区域における子供の甲状腺推定個人線量の分布（2・1）

甲 棚 の

吸 収 線 量

（G y）

各 年 齢 欝 の 子 供 の 致 ■

1歳 未 満 1 － 3 歳 4 －7歳 8 － 11歳 1 2 － 1 5 歳 1 6 － 1 8歳 子 供 全 数

ゴ メ リ地 区

＜0 ．0 5 13 4 （6 ．7） 1，8 （6 ．1） 45 2 （7 ．4） 5 1‡（8 ．4） 54 0 （8 ．8） 59 6 （1 6） 2 4 3 8 （8 ．9）

0．05－0．11 5 8 （2 ．9 ） 10 7 （3 3 ） 3 6 2 （5 ．9） 3 9 9 （6 5 ） 4 8 5 （7 ．9 ） 35 4 （9 ．4） 1 7 6 5 （6 ．4）

0．ト O j Z 払 （1 1） 4 1 9 （14 ） 1 0 秒 （18 ） 1 3 8 5 （2 2） 1 6 1 3 （2 6） 1 0 8 6 （2 9 ） 5 8 4 6 （2 1）

0 ．3－1 5 8 7 （3 0 ） 舛 3 （2 9） 2 0 2 3 （3 3 ） 2 3 6 5 （3 ＄） 2 3糾 8 8） 1 1 1 9 （3 0 ） 9 4 2 1 （3 4 ）

ト 2 3 1 8 （1 6 ） 5 9 0 （1 8） 1 0 7 5 （1 8） 8 6 8 （14 ） 6 9 5 （1 1） 3 8 3 （1 0）・ 3 9 2 9 （1 4 ）．

＞2 3 6 6 7 （3 4 ） 9 6 5 （2 9） 1 0 9 5 （1 8） 6 4 3 （10 ） 轍 （7 ．5 ） 23 0（6・＿1） 4 0 6 4 （1 5 ）＿

合 計 1 9 8 8 （1 0 0 ） 3 2 7 2 （1 0 0 ） 6 0 9 6 （1 00 ）一 6 17 8 （1（抑） 6 1 6 1 （100 ） 3 7 6 8 （1 0 0 ） 2 7 4 6 3 （l∝ l）

卓 ギ レ フ地 区

く0，05 3 3 （13 ） 4 3 （9．1） 2 1 0 （1 9 ） 2 7 3 （2 8 ） 3 2 6 （2 9） 2 2 7 （3 7 ） 1 1 1 2 （2 4 ）

0．0 5－0．1 3 1 （12 ） 9 3 （2 0） 2 1 5 （1 9 ） 1 5 7 （16 ） 2 0 7 （1 9） 10 3 （1 7） 8（適 （18）

0 ．1－0．3 6 5 （2 6 ） 1 7 0 （3 6） 3 5 1 （3 1） 3 2 4 （3 3 ） 3 7 2 P 3） 16 9 （2 8 ） 1 4 5 1 （3 2 ）

0 ．3 －1 7 4 （2 9 ） ■12 7 （2 7 ） 2 7 5 （2 5 ） 1 9 0 （2 0 ） 1 9 5 （1 7） 9 9 （1 6） ，60 P l）

1－2 3 6 （14 ） 2 ‡（5 ．9） 55 匹 ．9） 24 （2 5 ） 15 （l j ） 1 4 （2 3 ） 17 2 （3．‡）

＞2 1 4 （5 5 ） 14 （3 ．0 ） 16 （l．4 ） 1 （0 ．1） 1 （0 ．0 9） 1 （0．2） 4 7 （1．0）

合 計 25 3 （1（氾 ） 4 7 5 （1 00 ） 1 1 2 2 （10 0） 9 6 9 （1 00 ） 1 1 1 6 （1 00 ） 6 1 3 （1聞 ） 4 5 4 8 （1 00 ）

a．括弧内は全体に対するパーセント。

表2．1・4　ベラルーシ汚染地区における0・7歳児と全人口の甲状腺線量（2・1）

地 域

人 数 平 均 吸 収 線 量 （G y） 集 団 線 量 （人 ・G y）

子 供 合 計 子 供 合 計 子僕 合 計

ゴ メ リ

田 舎 2 3 9 0 0 2 3 8 6 0 0 1．1 0 ．4 2 5 ∝船 9 8 0 0 0
都 会 8 6 ∝l 8 5 6 0 0 0 ．4 0 ．2 3 8 0 0 1 5 0（X）

モ ギ レ フ

田 舎 9 3 仲 9 3 7（氾 0．4 0 ．2 4 1（X 〉 1 7 0（旧
都 会 4 9 0 0 4 8 7（抑 0 ．2 ■　 0．0 ＄ 1 1∝ 〉 4 ∝ 旧

合 計 4 6 7 0 0 4 6 6 6 0 0 0 ．7 0 ．3 3 4 0 0 0 13 4 ∝ 0
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（2）セシウム（Cs）

134Cs，137Csによる内部被ばくの線量は以下の2つの方法で推定されている。

（∋食物中の濃度測定と標準消費量の仮定による推定

②全身計測

UNSCEAR2000においては、1度4Cs，137Csによる内部被ばくの実効線量3の大部分に寄与する食品

は、

・牛乳（1日あたり0．8リットル摂取を仮定）

・肉

・ポテト（1日あたり0．9kg摂取を仮定）

・キノコ

と報告されている。表2．1－5にセシウムによる被ばく線量の推定値を示す。また、ロシアにおける

推定値を衰2．1・6、表2．1・7に示す。

表2．1－5　種々の土壌帯におけるウクライナの田舎の住民に対する内部被ばくを通しての

放射性セシウムによる規格化された実効線量（2・1）

土 壌 膏

1 9 9 1 年 に お け る 土 坂

か ら牛 乳 へ の 移 行 係 数

（k B q m ‘2当 た りB q 1－1）

規 格 イヒ線 量 （上玉q m j 当 た りP S ▼）

7 98 6 J9 g 7 －7 9 ガ ブタβ6 －79 ク5

1 く1 9 2 6 ・ 3 5

Ⅱ 1－5 42 14 4 18 6

m 5 －10 95 32 0 4 1 5

Ⅳ ＞10 176 59 1 7 67

表中のⅠ～Ⅳは土壌から牛乳への移行係数の違いで分類した土壌帯の種類を表す。

表2．1－6　ロシアにおけるナトリウム含有ポトゾル砂とチェルノゼム土壌からの

移行係数と規格化実行線量の値（2・1）

土 壌 の 種 類

移 行 係 数 （k B q m j 当 た りB q k ●l）
規 格 化 実 効 線 量

（軸 d 当 た り岬 V ）牛 乳
わ 加わ亡∫

J 9 g 7 J 9 9 3 J 9 g 7 J 9 9 3 7 9郎 Jタg 7 －Jクタイ J クタ5 －2 0 5 6

ナトリウム含 有ポドゾル砂 5 0．2 0 ．1 6 0 ．恥 90 7 8 1 6
チ ェ ル ノセ ム 0．0 7 0 ．0 1 0 ．0 3 0 ．∝ k 2 8 2 1

3ICRPによる1990年勧告で導入された全身の被ばく線量。
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表2．1－7　ロシアの汚染地域住民に対する単位137Cs沈着密度当たりの

内部被ばく実効線量のまるめた推定値（2・1）

地 域
規 格 イヒ英 効 線 量 （k B q m ■当 た り■5 v）

J 9 8 6 Jタg 7 －J 9 9 5 J 9 9 6 －2 0 5 6 J タβ6 －2 αi d

プ リヤ ン ス ク’ 3 6 （1 0） 4 8 （13 ） 9 （9） 9 3 （3 2 ）
ツ ー ラ 1 5 6 1 ．さ Z 3
オ レル 1 5 8 2．4 2 5

且，括弧内の億は555姐qmJ以上のmcs沈着密度の地域に相当。

内部被ばくからの線量の推定値は、食品へのセシウムの移行に起因しており、土地の土壌の条件

や食事の内容及び事故の影響を受けていない輸入食品の利用割合など笹大きく依存し不確実性が高

い（2・6）と指摘されている。1特に、森林の生産物（きのこ、ベリー、野獣）が、事故からの時間の経過

とともに重要性が増していく。その理由は、牛乳、野菜、家畜の肉と比べて、これらの生産物中の

137Cs濃度の生態学的半減期がより長いこと、すなわち137Csが蓄積されやすいことによる。

（3）ストロンチウム（Sr）

チェルノブイリ事故における90Srの沈着は大部分が30km圏内であらたため、事故後の避難に

より公衆4の内部被ばく線量は比較的少なかった。内部被ばくによる実効線量への寄与は5～10％程

度と推定されている。

（4）超ウラン元素

核燃料に含まれていた超ウラン元素で地上に沈着したものには以下のような放射性核種がある。

238Pu，239Pu，240Pu，241Am：アルファ線放出核種

241Pu：　　　　　　　　　ベータ線放出核種

これらの核種の内部被ばくの経路は、エアロゾルによる直接吸入が中心で主に肺の被ばくが問題

となる。30km圏内での農夫の肺に対する被ばく線量は生涯にわたる積分値でも0・2mS．Vを超えな

いと推定された。

†放射線防護分野では、慣例として一般人のことを「公衆」と呼んでいる。
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2∫　2　東海村JCOウラン加工工場臨界事故

1999年に発生した東海村JCOウラン加工工場の臨界事故による被ばくは、臨界反応で放出さ

れた中性子による外部被ばくが主なものであった。食品が放射能で直接汚染され、摂取が規制され

ることは無かった。しかしながら、この事故を契機として、ウランによる誘導介入放射能限度が、

わが国の鱒子力防災に関する原子力安全委員会の指針「原子力発電所等周辺の防災対策について」

（2■7）に取り入れられた。

ここでは、事故について報告された以下の文献についてまとめる。

①「ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告」（原子力安全委員会）（2－8）

②「JCOウラン加工工場における臨界事故の調査報告」（日本原子力学会）（2・9）

③「IAEA5のJCO事故暫定報告書（抜粋）」（放射線生物研究　解説記事）（2・10）

（1）ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告

原子力安全委員会は平成11年12月24日に「ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告」を公

表した。この報告書では。JCO事故の直接的・間接的原因をさらに究明するとともに、将来に向け

た原子力安全の確保のあり方にまで踏み込んで、再発防止のための基本的な考え方を打ち出してい

くことを目指してまとめられた報告書である。詳細な検討は、「技術・評価」、「企業・産業」、「社会・

安全」の3つの検討チームにより実施され、事実や原因のより緻密な把握とともに、事実の背後に

ある構造的・倫理的な問題を含めて検討が行われている。なお、報告書中に食品の放射能汚染に関

する直接的な記述は無い。報告書の構成は以下の通りである。

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．事故の全体像

Ⅲ．事故の原因とそれに関する状況

Ⅳ．事故に係る防災上の対応

V．健康対策・事故現場の対応

Ⅵ．事故の背景についての考察

Ⅶ．今後の取り組みのあり方について

Ⅷ．事故調査委員全委員長所感（結言にかえて）

（2）JCOウラン加工工場における臨界事故の調査報告

日本原子力学会・（原子力安全調査専門委員会）は、1999年12月27日に「JCOウラン加工

工場における臨界事故の調査報告」を発表した云　この報告書は、日本原子力学会「原子力安全」調

査専門委員会が、JCOウラン加工工場における臨界事故について調査した結果をまとめた報告書

である。

事故の放射線影響として、核分裂反応に伴って発生した希ガスとヨウ素の一部が環境に漏れたが、

咽際原子力機関（IAEA：InternationalAtomicEnergyAgency）国際原子力機関は、原子力の平
和利用の推進のため加盟国間の支援により各種の安全基準の作成、情報交換、発展途上国への原子
力技術援助などを行っている。
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放射線影響という観点からは、転換試験棟から直接、外部に放射された中性子線とガンマ線が、環

境への影響の大部分を占めたことに特徴があるとされている。なお、報告書中に食品の放射能汚染

に関する直接的な記述は無い。報告書の構成は以下の通りである。

第1章　はじめに

第2，章　臨界安全と臨界事故

第3章　事故の経過と事実の解明

第4章　原因分析と問題点の摘出

第5章　改善提案

第6章　日本原子力学会のやるべきこと

第7章　原子力安全文化に関わる今後の取り組み

第8章　おわりに

（3）IAEAのJCO事故暫定報告書

放射線生物研究（2000年）に掲載された、「IAEAゐJCO事故暫定報告書」に関する解説資

料である。IAEAでは日本から事故の報告を受け，事故の2週間後に専門家を派遣し、暫定報告

書を取りまとめ11月に公表した。この報告書の目的は事故とその影響に関する情報を伝達し，確

かな事実を詳述することである。これらの情報が事故とその影響を技術的に理解するのに有用であ

り，多くの人々にも知らせる必要があると考え，報告内容を抜粋，その概要が紹介された。報告（抜

粋）は事故とその影響の低減，JCO周辺の事故後の放射線線量率と環境モニタリングについて述

べられている。また，講じられた緊急対応措置，事故による健康の影響と過剰被爆した人たちの医

学的処置な◆どについても述べられている。なお、解説資料中には、食品の放射能汚染に関する直接

的な記述は無い。
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3．各国における原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する文献

3．1　わが国の飲食物摂取制限

わが国においては、チェルノブイリ原子力発電所事故の発生直後の1986年5月に厚生省（当時）

が「食品中の放射能に関する検討会」を設置し、輸入食品中の放射能濃度の暫定限度が設定された。′

なお、この暫定限度はチェルノブイリ発電所事故に係わる輸入食品のみを対象としている。

3．1．1　輸入食品の暫定限度

チェルノブイリ原子力発電所事故による放射性物質で汚染された食品が、国内に輸入されること

を防ぐために、厚生省は輸入食品中の放射能を規制する暫定限度を以下のように設定した（3・1・3・2）。

輸入食品中の放射能濃度の暫定限度

1 3 4C sと■1 3 7C琴の合計　　　3 7 0（B q／k g）

この限度は厚生省に設置された、「食品中の放射能に関する検討会」における専門家の検討結果を

も辛に1986年に定められた。暫定限度については、逐次見直しが検討されてきたが変更はされて

いない。この暫定限度を越える輸入食品は、積み戻され国内には流通しない。

3．1．2　放射能暫定限度の設定方法

（1）線量限度

1986年当時は、公衆の被ばく線量限度が5（mSv／年）とされていた（3■3）。．これには、医療被ば

くおよび通常のレベルの自然放射線被ばくは含まれていない。輸入食畠の放射能暫定限度を設定す

るに当たっては、公衆の線量限度の1／3を特別な事態に対処するために配分することとして、輸

入食品からの被ばく限度にあてることとした。

（2）対象核種

ヨーロッパの食品中の放射性核種の組成比については、十分な情報が得られていなかった。その

ため国内での放射性降下物の検出データをもとに以下の仮定がおかれた。

輸入食品中の134Cs／137Cs比　　0．49（国内データより仮定）

輸入食品中の90Sr／137Cs比　　　0．022（最大値，国内データより仮定）

上記の仮定をもとに、食品中の全放射性核種による被ばく線量に対する、核種別の被ばく線量へ

の寄与割合が以下のように推定された。

134Cs及び137Cs　　　　66％

90Sr　　　　　　　　　　　33％

他の核種　　　　　　　1％
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90Srは放射化分離lLなければ測定できないことから、食品中に90Srが、137Csに対して2．2％含

まれると仮定して、ガンマ線放出核種であり測定が容易な134Cs及び137Csの放射能濃度が暫定限

度の指標として選ばれた。

（3）放射能暫定限度

輸入食品中の134Cs及び137Csによる被ばく線量が、公衆の線量限度の1／3の66％を超えない

濃度Aが次式により求められた。．

5．4×10・7（mSv缶Ci）×1．4（kg／日）×35（％）×AbCikg）×365（日）≦5（mSv）×1／3×66（％）

A≦11，389（pCikg）

A≦421（Bq此g）

ここで、

5．4×10－7（mSvh）Ci）：314Cs／137Cs比が0．5である（134Cs＋137Cs）をlpCi経口摂取した場合

の成人の全身の預託線量当量（3・4）

1（Ci）は3．7×1010（Bq）である。

1．4（kg／日）：国民一人当たりの食品の摂取量（厚生省の調査にもとづく）

35（％）：　　一日あたりの食品摂取量に占める輸入食品の割合（ヨーロッパ以外を含む）

である。なお、預託線量当量とは、放射性物質を体内に摂取した時点から個人が受ける線量の時

間積分である。積分期間は成｛で50年とされている。この計算では、ICRPPubl・2の内部被ばく

モデルが用いられている（3・5）。

上記の計算から、公衆の線量限度の1／3を超えない、134Cs及び137Csの放射能は421（Bq／kg）

となったが、欧州及び米国の基準値を参考にして放射能濃度の暫定限度は、370（Bq／kg）とされた。

表3．1・1わが国の暫定限度の設定にあたり参考とされた諸外国の基準

欧州 （E C ） 食品中の 134C s 及び 137C s 濃度

乳幼児食品　3 7 0 （B q 戊g ）

一般食品 ・ 600（B q／kg）

米国 食品中の 134C s 及び 137C s 濃度

10，000（pC〟kg）★＝370（Bq瓜g）

日本 食品中の 134C s 及び 137C s 濃度

370（B q戊g）

＊1（Ci）＝3．7×1010（Bq）

3．1．3　放射能暫定限度の見直し

暫定限度の施行から約1年後（1987年11月）、検討会による再評価が行われた。その結果、ヨ

ーロッパから輸入される食品が全て370（Bq此g）で汚染されていると仮定した場合、年間被ばく量は、

0．04（mSv）と算出された。この値は、1987年当時、公衆に対する線量限度として国内法令への取り

l化学的処理により放射性核種を分離する方法。
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入れが予定されていた1（mSv／年）を大きく下回っていることが確認された（3－6）。

暫定限度の設定に際して仮定された食品中の放射性核種の存在割合は、当時のヨーロッパからの

報告等から概ね妥当であると判断された（3・7）。90Srは137Csに対して2．2％含まれると仮定されたが、

参考文献（3・6）では以下の表に示す値が報告された。牛乳については、2．2％の仮定と概ね一致し

ている。

表3．1・2　ヨーロッパで測定された90Srと137Csの放射能の割合（3■7）

測 定サ ンプル （測定場所） 放 射能 （B q／k g or B q心 90S r／137C s

90S r 137C s

牛 乳仏 jd ov scin a） 1．4 7 6 ± 1 1．8％

草 仏 jd ov seh a ） 4 6．2 34 0 ± 3 1 3 ．6％

牛 乳 （S a n ab od 1．7 8 6 ± 1 2．0％

・草（S a n a b or） 19．3 14 5 ±2 13 ．3％

川 の水（S a v a） 0．04 0 ．4 3 9．3％

川 の水（K rk a） － 0．49 －

これらの検討より、暫定限度は十分安全を見込んだ妥当なものであるとされ、現在に至っている。

なお、平成10年12月に厚生労働省より通知された検査対象は以下に示すとおりである（3■8）。

①　ヨーロッパ地域（トルコ及び旧ソ連のウラル山脈以西（アルメニア、アゼルバイジャン、ベ

ラルーシ、エストニア、グルジア、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ウクライナ並びにカ

ザフスタン及びロシアのウラル山脈以西をいう。）を含む。以下同じ。）から輸入される次の

食品にっいては、全ロット検査を実施する。

ア．　きのこ及びきのこ乾燥製品

ィ．　トナカイ肉

②　ヨーロッパ地域から輸入される次の食品に？いては、食品ごとに輸入届出の10％を目途

として検疫所においてモニタリング検査を実施する。

ア．　ハーブ及びハーブ乾製品

ィ．　ビーフエキス

3㌧1．4　放射能撃定限度を超えた輸入食品

厚生労働省がこれまでに発表した、放射能暫定限度を超える輸入食品の発見事例を表にまとめ

る。ハーブ類や月桂樹の葉及び茶の占める割合が多い。それに続いてきのこ類が多い。

なお、ハーブ等の香辛料は直接食べるものではなく、実際の摂取の際には希釈効果がある。’一

方、低濃度でも大量に摂取する場合には問題になる可能性もあることに注意が必要である。
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表3．1・3　放射能暫定限度を超えた輸入食品一覧

、発 表回 発表 日 食 品 生産 国 輸入重量 輸入港

放射能濃度

（B q収め

（134C s＋137C s）

第 1 回 S．62．1．9 ヘ ーゼルナ ッツ トル コ 30t 神 戸／横浜 52 0／98 0

第 2 回 S ．62 ．2．6

月桂 樹菓 トル コ 52 t 神戸／横浜 49 0／72 0

セ ージ菓 トル コ 14．5t 横浜 1，000／2，000

牛 胃 フィ ンラン ド 1．26t 神 戸 44 0

第 3 回 S ．6 2．2．13 トナカイ ス ウェーデ ン 0．2t 成 田空港 38 9

第 4 回 S 62．3．2 7
タイム フラ ンス 4．02kg 東京 1，715

セ ージ葉 トル コ 4t 神 戸 1，198

第 5 回 S．62．5．8

月桂 樹葉 トル コ 28t 神 戸／横浜 4 96／55 1

セ ージ葉 ギ リシャ 3．77t 横 浜 1，758

ヒースの花 フラ ンス 8．5k g 大阪空港 1，4 2 5

第 6 回 S62，5．28

アーモ ン ド イ タ リア 37．5k g 東京 4 08

ハ ープ茶

（カモ ミール）
スペ イン 32．4 k g 東京 8，780

第 7 回 S．62，6．12

ハ ープ茶

（ローズ ヒップ、

リンデ ン）

ユー ゴス ラ ビア 18 k g 大阪 ・ 6 73／9 55

セ ージ葉 ユー ゴス ラ ビア 9 9．8k g 成 田空港 49 7

黒す ぐ りピュー レ フ ランス 1．5t 神 戸 42 5

セ ージ菓 アルバ ニア 9．21t 横浜 1，895

第 8 回 S62．7．24

ヘ ーゼ ルナ ッツ調 整

ロロロ

イ タ リア 110k g 成 田空港 39 0

ヘーゼル ナ ッツ

ペー ス ト
トル コ 5k g 大阪空港 37 9

第9 ．回 S．62．8．20 ドライハー プ フ ランス 6k g 成 田空港 1，072

第 10 回 S．62．9．11 月桂樹菓 ，トル コ 3．0 2t 横 浜 1，042
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発表回 発表 日 食品 生産国 輸入重量 輸入港

放射能濃度

（B q此g）

（134C s＋137C s）

■第 11，回 S．62．10．21
ビーフ ・こエキス トラ

ク ト

ブラジル ・

アイル ラン ド・

フランス

2．6t 横浜 62 2

第 12 回 S6 2．10．28

アイスクリーム

ペース ト
イタ リア 576k g 東京 4 17

ドライハープ ユー ゴスラビア 19．5k g 成 田空港 536

第 13 回 S62．12．22

ヘーゼルナ ッツ

ペース ト
トル コ 72k g 神戸

＿　4 11

セージ菓 アルバニア 4t 神戸 ・ 4 17

第 14 回 S 63．1．20 きのこ （カノシタ） フランス ■17k g 成 田空港 ． 636

第 15 回 S6 3．2．15

ドライハーブ

（西 洋 オ トギ リソ

ウ）

ユーゴスラビア 98k g 神戸 38 5

ハープ茶

（ローズヒップ）
ルーーマニア 2．52t 大阪 46 7

きのこ

（くろらっぱたけ）
フランス　■ 9kg 小樽 755

第 16 回 S63．6．2

ドライハープ

（ジ ュニ パ ー ベ リ

ー）

ユー ゴスラビア 10k g 大阪 423

ドライハーブ

（スイカズラ）
フランス 5k g 大阪 776

第 17 回 S 63．6．14 セージ葉 フランス 4k g 大阪空港 4 11

第 18 回 S6 3．7．4
ビーフ ・エキス トラ

ク ト
アイル ラン ド 216k g 1大阪 379

第 19 回 S6 3．臥5 セージ葉 ギ リシャ 28k g 横浜 39 7

第 20 回 S6■3．9．25

きのこ （あんずたけ） フランス 34k g 成 田空港 707

きのこ （あんずたけ） フランス 5kg 成田空港 446

3－5



発表回 発表 日 食品 生産国 輸入重量 輸入港

放射能濃度

（B q／k g）

（1如C s＋137C s）

第 21 回 S6 3．10．5

ハーブ （エス トラゴ

ン）
フランス 60k g 東京 ． 432

きのこ （かの した） フランス 3k g 成田空港 562

きのこ （かの した） フランス 3k g 成田空港 4年8

第 22 回 S 6 3．12．2
ハープ茶 （ダ ンデ リ

オ ン）
スイス 51k g 大阪空港 579

第 23 回 S 6 3．12．28 月桂樹菓 スペイ ン 10k g 横浜 1，325

第 24 回 Hl．1．11
きのこ （くろらっぱ

たけ）
・フランス 10k g 大阪空港 650

第 25 回 Hl．1．23 乾燥ぜんまい ソビエ ト 180k g 新潟 655

第 26 回 Hl．4．10 乾燥ぜんまい ’ ソビ土 ト 158k g 横浜 379

第 27 回 Hl．10．23 きのこ 1（あんずたけ） フランス 3k g 成田空港 532

第 28 回 H2．2．28
ハ ープ茶 （ダンデ リ

オン）
スイス 2k g 成田空港 － 1，167

第 29 回 H2．10．3
ハ ーブ茶 （セイ ヨウ

ノコギ リ草）
アルバニア 9k g 成田空港 814

第 30 回 H 3．2．14
乾燥きのこ

（ヤマ ドリタケ）
ユーゴスラビア 25k g 成田空港 556

第 31 回 H3．3．13 ミックススパイス フランス 8k g 神戸 1，02 8

第 32 回 H6．11．8 燻製 トナ カイ肉 フィンラン ド 42k g 関西空港 388

第 33 回 Hl O．1．21
乾燥ポルチーニ

（ヤマ ドリダケ）
イタリア 2 1k g 成田空港 731

第 34 回 H 13．11．8
乾燥ポルチーニ

（ヤマ ドリダケ）
イタリア 36．1k g 成田空港 418

厚生労働省ホームページ（http：〝www．mhlw．go．jpnlOudou／0111nlllO8－2．html）より
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3．1．5　暫定限度と防災指針指標

輸入食品中の放射能濃度の暫定限度はチェルノブイリ原子力発電所事故で汚染された輸入食品

にのみ適用される。原子力発電所等の事故を想定して作成された「原子力発電所等周辺の防災対策

について」（以下、防災指針）においては、放射性セシウムについて以下の放射能レベルを飲料物摂

取制限の指標としている（3●9）。

表3．1・4　防災指針における飲食物摂取制限の指標

対象、 放射性セシウムの指標 （B q此g）

飲料水，牛乳 ・乳製品 200（B q化g）

野菜類，穀類，肉 ・卵 ・魚 ・その他 500（B （沌 g）

輸入食品の暫定限度 370（B q化g）

（チェル ノブイ リ事故による汚染のみ）

今後、国内で原子力事故等による食品の放射能汚染が発生した場合には、防災指針の飲食物摂

取制限の指標が目安となる。一方、国外で原子力事故等による食品の放射能汚染が発生した場合、

当該地域からの輸入食品の汚染限度は、事故により放出された放射能の状況をもとにあらためて検

討されることになる（3■8）。
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3．2　諸外国の飲食物摂取制限

3．2．1　チェルノブイリ事故に対する諸外国の防災体制（3・10）

チェルノブイリ事故の発生により、周辺国も放射性物質に汚染されることとなり、多大な影響を

被った。それに対し、周辺国は各国それぞれ既存の緊急時対応計画等に則った活動を実施した。調

査した範囲（米国、フランス、西独、スウェーデン、フィンランド）では、チェルノブイリ事故の

発生を受けて、緊急時対策地域の範囲や防護措置の内容について特段の変更はなされていない。各

国の緊急時対策地域の範囲及び防護措置の内容について、表3．2－1に示す。

スウェーデンの対応について例にとると、緊急時計画は英国ウインズケールの原子炉事故後の

1960年にNuclearAccidentProtectionActが起草されて、その後Osknrsham原子力発電所の稼

動（1972年）にともない、設定された。以後、スウェーデンの緊急時活動享この方法に基づいて行

われている。スウェーデンでは国立放射線防護研究所が緊急時における中心機関とされている。国

外の原子力発電所に対応するための特別な定めはなく、チェルノブイリ事故に対しては国立放射線

防護研究所が中心となり、汚染測定や酪農農民へコメン下、一般公衆への勧告・コメント等がなさ

れた。主な活動とその担当官庁は以下のとおりである。

・国内の工業活動における安全確保に関する指示（工業安全連合庁）

・国内産及び輸入食品中の放射能規制▲（食品管理庁）

・輸入物晶に関する規制等（税関）

・野生鳥獣の捕獲の認可及び放射能測定のための特別捕獲（環境保護庁）

・家畜の飼育、農業、園芸などについての指示（農業局）

・安定ヨウ素剤の飲用に関する指示、国内医療施設に対する情報提供（社会福祉烏）
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表3．2・1緊急時対策地域の範囲と主な防護措置

項 目 ’ 米 国 ・フランス 一　西 ドイツ ス ウェーデ ン フ ィン ラン ド 備考

緊急時対応 に 連邦放射線緊急時対 屈の　O R S E C 　計画の‾ 原子力施設 周辺 の防災対策に 原子力災害防止捷 原子力防災指針

関す る洩令、
指針等

応計画 （F E R E P ） O R SE C R A D
県 の 特 別 介 入 計 画

（P P王）
施設の緊急時内妻帽十両

関する勧告

緊急時 の組織 N R C ：サイト内支援、 S C S IN ：全般 B 九・llJ ： SK I ：サイ ト内解析助言

SS王：サ イ ト外解析助言

内務省 ：サイ ト外 各 回 と

と責任 （回 レ 勧 告 S C PR Ⅰ：公衆の健康 ’ S T tJK ：サイ ト内外解析、助 も　サ　イ
ベル） F E M A ：サ イ ト外 地

摺
他に D O E ，E P A 等事
故の経過 に伴 う＿責任

の移行は明確

IP S N ：サイ ト内外の解

析、＿助言
R

ト 内 は
事業者、

サ イ ト
外 は 地
方 自 治
体

緊急セ ンタ∵ N R ・Cの．E O C 他 県の T C 国の緊急時精勤セン ター ST V K セ ンター
‡P S N の T C 地域救護センター 地域の指令センター

防護賢機材 D O E が管柁
研究所等が保有

鉄道運搬 の防護設備あ
り ■
放射鰻介入機動チ ーム
（C AIIR ）

K H （i 消防 ・民間防衛 でほぼ完備

緊急鱒 計画地
域名称

避難坤域 食品制限

地域

避難地域 室 内退避

地域 ’

中 央

地域

中間地域 外周地域 緊急通
報地域

緊急計画
地域

モニタ
リング
地域

E P Z －Ⅰ E P Z －1

範囲 16k m ま 80k nl ま 5k lll まで 1．Oklnま 2k ml 10k lll ま． 25k ln　ま ∋　　 〈ノ 15k m ま 50k ln 20k lll 100k lll まで

で で で ま で
の 全
域

でく16 方
位）

で （16 方
位）

12k ln
まで

で まで まで

対策 避難 モニタ リ 避難 シェル タ 避　難 同尭 モ ニタ リ 緊急通 避難 モ ニタ シェル 吏ニタ リング

屋内退避 ング
食品 流通

制l娘

リング K I 授
与

ング 報
避難

K 王

K i 授与 リング タ リン
グ

介入レベル 1 ′〉5 relll
避難

避難の下限 0．5～ 5relll
上條 5” 50reIn

甲状腺は 10 倍

IC R P 勧告値 王C R・P 勧昔侶

計算 機に よる

情報処理

F E M A ：工E hⅠほ

D O E ：A R A C ほか

■‡P S N K Ⅸ ：M IS （サ イ ト内サ ービ

ス）

S tlld sT ik ：E M M A S T r 王〔：

チ ェル ノブイ

リ事 故調査報
土仁l

N R C ・IP S N G R ．S ， 国 S T r K



3．2．2　チェルノブイリ事故に対する諸外国の飲食物摂取制限

（1）概要（3・2）

チェルノブイリ事故の発生を受けて、各国は食品中の放射能に関する対策レベル（その値以上で

実施した防護対策が介入を正当化するのに十分大きな線量を低減できるような値）を設定した。

各国が設定した対策レベルを表3．2－2に示す。これは1986年12月に国連食糧農業機関（mO：

FoodandAgriCultureOrganizationoftheUnitedNations）がまとめた報告書に付された資料を中

心に厚生省（当時）生活衛生局食品保健課が整理したものである。

（2）米国の例（3・11）

チェルノブイリ事故の発生を受けて、米国ではFDA（Food and Drug Administration）と

FSIS（Food SafetyandInspection Service）が輸入食品を規制するために誘導介入レベルを設定し

た云FDAの誘導介入レベルは「関心レベル（LevelsofConcern）」といい、FSISのそれは「スクリー

ニング値（ScreeningValue）」と呼ばれた。汚染濃度が両方の基準を下回る食品のみ輸入が許された。

FDAの関心レベルは1982年に作られたrAG（ProtectiveAction Guides）の予防の基準から以下

の仮定に基づいて導かれた。

・食品の全量が汚染されている。

・事故から60日しかたっていない時点では線量の大部分は131Ⅰによるものである。

・1年を上限として134Cs及び137Csが線量の主体となる。

ヨウ素とセシウム以外の核種については考慮しなくともよいように安全側にマージンをとった。

FDAとFSISの設定した誘導介入｝ベルを表3．2－3に示す。

FSISの131Iのスクリーニング値はFDAの小児のそれと当初から同じであったが、134Cs及び

137Csの値は、FSISが肉類のみ汚染していると仮定したため異なっていた。これは、1986年11月

にFDAの値に統一された。
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表3．2・2　チェルノブイリ事故後の諸外国における食品中の放射能に関する対策レベル（基準）（3●2）

国名 核種 食 品群 　対策 レベル

（B q／k g また は B q化）

ア メ リカ 131Ⅰ 乳 児 食 品 5 5
そ の他 の 食 品 30 0

134C s＋137C s 全食 品 ・3 70

カナ ダ 131Ⅰ ミル ク 10

・乳製 品 4 0
そ の他 の 食 品 70

137C s ミル ク 50

乳製 品 10 0
その他 の食 品 30 0
香 辛料 3，00 0

ス ウェー デ ン 131Ⅰ 全食 品 2，00 0

137C s 全食 品 30 0

タイ 137C s ミル ク 7
粉 ミル クお よび乳 児食 品 2 1
穀 類 お よび そ の他 の食 品 6

中国 131Ⅰ ミル ク 1，30 0
果 実お よび野 菜 2 70

穀 類 34 0

飲 料 1 30

137C s ミル ク 4，60 0
果 実お よび野 菜 1，000
穀 類 1，200

飲 料 4 6 0

フ ィ リピン 134C s＋137C s ミル ク 15
粉 ミ ル クお よび 乳 児用 食 品 2 2

チー ズ 3 3

果物 ‾ 8
野菜 2 2

穀類 6

フ ィン ラン ド 131Ⅰ ミル ク 2，00 0

137C s ミル ク 1，000
牛 肉お よび豚 肉 1，000

▲‾　ブ ラ ジル 134C s＋137C s 粉 ミル ク 3，700－
そ の他 の食 品 6 00

ポー ラン ド 全 β放射 能 乳 児 お よび 6 歳 ま での小 児

　 用 粉 ミル ク
1，320

ヨー ロッパ 共同体 131Ⅰ ミ／レク ． 5 0 0

（寧C ） 野 菜 3 5 0

134C s＋137C s ミル クお よび乳 幼児 食 品 3 7 0
そ の他 の食 品 6 0 0

日本 131Ⅰ 牛 乳 12 2 0
野 菜 7，400

134C s＋137C s 全食 品 3 7 0
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表3．2・3　FDAとFSISの設定した誘導介入レベル

核種
FD A F S IS

幼児食 その他の食品 肉類

131Ⅰ
55B q此g 300B q／kg 55B q肱g

（150 0p C〟kg） （8000p C〟k g） （1500pC 〟kg）

134C s＋137C s
370B q此g 370B q此g 370B q此g

（10，000pC地g） （10，000p C地g） （10，00伽C地g）
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4．日本及び諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

チェルノブイリ原子力発電所原子炉事故のような、大量の放射性物質の放出をともなう事故が発

生し、一般公衆が、過度に被ばくをする可能性がある場合は、実行可能な限り、被ばく低減のため

の対策をとることが必要である。その判断の基礎となる線量を介入レベルという。介入レベルを超

えないように環境汚染物質や汚染食品の摂取や流通を制限するため、二次的に設定される制限レベ

ルを誘導介入レベル●と呼ぶ。本章では、日本、ICRP、国際原子力機関（IAEA：InternationalAtoLlic

En占rgyAgency）の飲食物に対する誘導介入レベルと、食品安全に関する国際機関が定めている基

準値についてまとめる。

4．1　日本の基準

わが国の原子力防災に関する原子力安全委員会の指針「原子力発電所等周辺の防災対策について」

（4・1）（以下、防災指針と呼ぶ）は、成立当初から131Ⅰに対する飲料水、野菜及び牛乳中の濃度につ

いての指標を設定していた。その後、チェルノブイル事故の経験を踏まえてセシウムを、再処理嘩

設を考慮してプルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種1に関する指標を設定した。さらに、

1999年9月のJCO臨界事故をふまえて、核燃料施設の防災対策からウランに対する指標を設定し

た（4・2）。この指標の改定は以下の考えに基づいている。

①指標は、飲食物中の放射性物質が健康に悪影響を及ぼすか否かを示す濃度基準ではない。指標

は、緊急事態における介入のレベル（防護対策指標）であり、防護対策の1つとして飲食物摂

取制限措置を導入する際の目安とする値である。そのため、基準値や制限値ではなく、指標と

いう用語が用いられている。

②指標算出に当たっては、放射線防護指標設定の基本となるICRP，IAEA，世界保健機関（WHO：

WbrldHealthOrganization）等（4・3）の考え方にもとづき、回避線量（防護措置を実施すること

で免れる線量）がそれ以上ならば防護対策の導入を判断する線量と・して実効線量5（mSv／年）（放

射性ヨウ素による甲状腺等価線量の場合は50（mSv／年））をもとにするとともに、わが国の食生

活等の実態も考慮された。

防災指針で定められた飲食物摂取制限の指標を表4．1・1に示す。

1アルファ線を放出する核種。
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表4．1－1防災指針で定められた飲食物摂取制限に関する指標（4・2）

対　 象
放射性 ヨウ素

（混合核 種の代表核種 ：131Ⅰ）

飲料水
3 ×102B q／k g 以上

＿牛乳 ・乳製 品

野菜類

（根菜 ・芋 類 を除 く。）
2 ×103B q／k g 以 上

対　 象 放射性 セ シ ウム

飲料水
2 ×10 2B q／k g 以 上

牛乳 ・乳製 品

野菜類

5 ×102B q／k g 以 上穀　 類

肉 ・卵 ・魚 ・その他

対　 象 ウラン

飲料水
2 0B q／k g 以 上

牛乳 ・乳製 品

野菜類

1×102B q／k g 以 上穀　 類

肉 ・卵 ・魚 r・その他

対　 象

プル トニ ウム及び超 ウラン元 素の アル ラァ核種

（238pu，239pu，240p u，242p u，241Am ，242cm，243c m，244c m

の放射能濃度 の合 計）

飲 料水
lB q／k g 以 上

牛乳 ・乳製 品

野菜類

10B q／k g 以 上・穀　 類

・ 肉 ・卵 ・魚 ・その他

（注）乳幼児食として市販される食品の摂取制限の指標としては、ウランについては、20Bq／kgを、

プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種についてはlBq／kgを適用するものとする。ただし、

この基準は、調理され食事に供される形に適用されるものとする。
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4．1．1　対象核種の選定理由

指標の対象とされた核種の選定理由を表4．1・2にまとめる。

表4．1・2　指標の対象とされた核種の選定理由

指標 の対象 とす る核 種 選 定 理 由

放 射性 ヨウ素 ・事 故 の早 期段 階 で 最 も多 量 の放 出 が考 え られ る放 射性

核種 は希 ガス と ヨ ウ素 群 の核種 （131Ⅰ，132Ⅰ，133Ⅰ，134Ⅰ，

135Ⅰ） で あ る。

・希ガ スは外 部被 ば くの み に寄 与す る こ とか ら除外す る。

・ヨウ素群 の核種 に つ い て は 131Ⅰが指 標 核 種 と され た。

・指 定核 種 の 意 味 は 、．ヨ ウ素 群 の核 種 の混 合 比 率 を仮 定

し、 その 中 の 131Ⅰの飲 食物 濃 度 を指 標 とす る こ とで あ

る。

放射性 セ シウム ・チ ェル ノブイ リ事 故 を きっか けに 検 討 が 開始 され た。

・放 射性 セ シ ウ ム （134C s 及 び 137C s） と放 射 性 ス トロ ン

チ ウム （89S r 及 び 90S r）の選 定理 由 は次 の 通 りで あ る。

・セ シ ウム は菓 面 吸 収 され て 植 物 に 取 り込 まれ や す い た

め。

・ス トロ シチ ウ ム は葉 面 か らは 吸 収 され に くい が、 土 壌

か らの移 行 がセ シ ウ ム と同程 度 か場 合 に よ って は 1一桁

大 きい た め。

・なお 、ス トロン チ ウム は 直接 の指標 と して は設 定 され

なか った。

・ウラン ・再 処理施 設 の 防 災 対 策 を よ り実 効性 の あ る もの に して

い くた 吟。

・J C O 事 故 の経 験 か ら、核 燃 料施 設 の防 災 対策 を よ り実

効性 のあ る もの とす るた め。

プル トニ ケム及 び 超 ウ ラ ン元 素 の ・再 処理 施設 の 防 災 対 策 を よ り実 効 性 の あ る もの に して

アル フ ァ核種 （238P u ，239P u ，240P u ，

242P u ，241A m ，242c m ，243c m ，244c m

の放 射能濃度 の合計 ）・

い くため。

4．1．2　放射性核種の混合割合

原子炉等の事故で放出される放射性核種の混合割合は∴できる限り代表性のあるものが仮定され

た。軽水炉における燃料の燃焼度が30，000（MWd／ton）の場合の主な放射性核種の存在割合で、放射

性ヨウ素、セシウム、ストロンチウムが放出されるものとした。また、食品汚染への寄与が、ほと

んど無いと考えられる低半減期核種を除外するため、原子炉停止からの冷却時間を0．5日とした。
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（1）放射性ヨウ素仕）とセシウム（Cs）

放射性ヨウ素とセシウムについては、前述の燃焼度での計算結果より得られた値が用いられた。

（2）ストロンチウム（Sr）

90Sr／137Csの放射能濃度比については、乳児の経口摂取における90Srの線量係数が137Csの線量

係数より1桁大きいため安全側の数値として0・．1が仮定された。0・1の根拠は以下の2つの理由に

よる。

①1988年国連科学委員会報告書（付属書D）（4・4）より、チェルノブイリ原子力発電所事故の際、

旧ソ連領内及びギリシャ等、事故発生地点に比較的近い距離では、地表空気中の90Sr／137Cs濃

度比は、約0．1であった。一方、日本及びヨーロッパ等その他の地域では0．1より低かった。

②ウインズケール事故（1957年）の場合、放出された90Sr／137Csの空気中濃度比は約0．005であ

った。

（3）ウラン（U）

原子力発電所用ウラン燃料を念頭において、天然系のウラン含有核種が238U，235U，234Uのみと

仮定された。また、痙口摂取の線量係数の差はわずかだが、234U、・2台5U、288Uの順になることから、

234Uの含有量を多めに仮定して、食品中の誘導介入レベル2が安全側に算出された。その結果、88％

の放射能が234Uによる可能性があることから、近似的に全ての放射能が234Uによると仮定された。

（4）プルトニウム伊u）及び超ウラン元素

前述の燃焼度での計算結果による混合割合が用いられた。

4．1．3　単位経口摂取量あたりの預託線量当量

放射性核種の経口摂取による単位摂取量あたりの預託実効線量（線量係数）は、ICRP

Publication67（4．5）及びIAEAのBSS（Safety SeriesNo．115）（4●6）が示した数値が用いられた。な

お、幼児及び乳児とICRP線量係数の年齢範囲は次の■とおりとされた。

①　幼児は、ICRP Publication56（4・7）の5歳児

②　幼児は、ICRP Publication56の3ケ月児、年齢範囲としては0から12ケ月

放射性ヨウ素及び1321もに対しては、（預託）甲状腺等価線量3についての線量係数が用いられた。

132恥は、半減期3．2日のベータ崩壊で132Ⅰとなる。なお、血液中のヨウ素が甲状腺に移行する割合

は0．3とされた。また、ICRP及びIAEAの文献に記載されていない133Ⅰ、134I及び135Ⅰの成人甲状

腺（等価）線量の経口摂取線量係数は英国放射線防護庁（NRPB4：NationalRadiologiCalProtection

2食品放射能汚染等で介入を行う必要があると考えられる場合、規制に関する判断を行う放射能濃度

の下限値のこと。すなわち誘導介入レベル以下の食品の流通規制は流通妨害とみなされる。
3放射性核種を摂取してから50年にわたり集積される甲状腺の被ばく線量。

4英国放射線防護庁（NRPB：NationalRadiologicalProtectionBoard）の略称。放射線の基準に関
する検討や∴放射線疫学、吸入摂取に伴う線量評価などの調査研究を進めている。
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Board）による値が利用された（4・8）。さらに、乳児及び幼児における甲状腺線量の成人甲状腺線量に

対する比は、物理的半減期が比較的近い132Ⅰの乳児及び幼児における甲状腺線量の成人甲状腺線量

に対する比に等しし．、と近似された。以上より得られた、線量係数を表4・1－3に示す。プルトニウム

及び超ウラン元素の線量係数の年齢依存性は大きく、乳児の線量係数は幼児のそれ？10倍を超え

るものがほとんどである。他の核種の年齢依存性は、．それほど大きくない。たとえば、乳児に対す

る放射性ストロンチウムの線量係数は、幼児に対するそれの約5倍以下となった。このようなプル

トニウム及び超ウラン元素の線量係数の特徴に対して、乳児用食品に対する指標の調整がなされ、

表4．1－1の脚注が設けられた。

表4．113　放射性核種の経口摂取線量係数（単位：mSv／Bq）（4‾2）
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4．1．4　飲食物の分類と摂取量

日本人成人の飲食物の分類と摂取量は、「国民栄養調査」（1986年：国民栄養の現状）にもとづい

て定められた。飲食物は以下の5カテゴリーに分類された。

①飲料水

②牛乳・乳製品

③野菜類

④穀　類

⑤肉・卵・魚・その他

カテゴリーごとの摂取量推定結果を表4．1・4に示す。この推定値は、放射性ヨウ素以外に適用さ

れた。

表4．1－4　年齢層別1日当りの飲食物摂取量（放射性ヨウ素以外に適用）（4‾2）

（単位：kgまたはリットル）

飲 食 物 の種 類
成 人 鱒 児 乳 児

飲 料 水 ．1．65＊l 1．0＊2 0．71■3

牛 乳 ・乳 製 品＊4 0．2 0 ．5 0 ．6 ・

野 菜 類 時嶋 0．6 0．2 5 0．1 05

穀 類 ＊6＊8 0．3 0．11 0．0 55

肉 ・卵 ・魚 ・そ の 他 巾 8 0．5 0．10 5 0．0 5

全 食 品 （飲 料 水 を 除 く。） 1．6＊9 0．9 65 0 二8 1＊10

・■lICRP Publ．23（4J9）による～日当り総摂水量3，000mlから、牛乳300m1，植物中に含有される水700ml、

植物の酸化によって体内で生成する水350mlを除いた数字。結局、水道水150mlとその他1，500mlの

和である。

■2幼児についての値は、‘‘原子力発電所周辺の防災対策についで’（昭和55年6月、平成元年3月改訂、

原子力安全委員会）P．43の幼児の1日当たり飲料水摂取量によった。

■31AEA SafetySeries No．815の1年当たり260リットル（p．63のWater andbeverages）を用いた。

呵‘‘発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針”（昭和51ヰ9月28日原子力委員会決’

定、一部改訂平成元年3月27日）第5表によった。

■5葉菜こ果菜、花菜、きのこ、果実、根菜及び芋類。

◆6米、豆類等可食部が地上にあって殻で覆われている食品群として一括。

■7牛乳を除く動物蛋白質食品、牛肉以外の汚染レベルは低いと考えられる。

■8表4．卜7のうち、飲料水、牛乳及び乳製品以外の食品群を、野菜類、殻類及び肉・卵・魚・その他の3

飲食物カテゴリーにまとめた。

増厚生省国民栄養調査での、昭和59年と60年の平均は、1．35kgであった（参考値）。

＊10wHO“DerivedInterventionLevelsforRadionuclidesinFood”（4‾IO）（p．27）で乳幼児は、1年に275kg

の牛乳と275kgの水を摂取するとしている。その牛乳の275kgを1日当りにすると0．75kgとなる。（摂

5IAEA，SafetySerieSNo・81，“DerivedInterventionLevelsforApplicationinControlling

RadiationI）osesintheEventofaNuclearAccidentorRadiologicalEmergency・Principles，
ProceduresandData，’’STInUB／751，（1986）．
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取量を多めに見積もると誘導介入レベルとしては安全側の値になる。）

放射性ヨウ素について、空気中からの沈着で汚染しやすい飾食物は、飲料水、牛乳、葉菜及び果

花菜などの野菜類であり、根菜と芋類は地中にあることで沈着による汚染が無い。そこで、放射性

ヨウ素に関しては、根菜、芋類を除いた推定値が利用された。また、穀類と肉・卵・魚・その他に

ついては、放射性ヨウ素の半減期が短いことから、食品中への蓄積や人体への移行が小さいために

除かれた。以上より、放射性ヨウ素については、表4．1・5の摂取量推定値が用いられた。

表4．1－5　年齢層別1日当りの飲食物摂取量（放射性ヨウ素に適用）（4‾2）

（単位：kgまたはリットル）

飲 食物 カテ ゴ リー 成人 幼児 乳児

飲料水 1．6 5 1．0 0．71

牛乳 ・乳製 品 0．2 0．5 0．6

野菜類 P．6 d．25 0．10 5

穀類 0．13 0．11 0．05 5

肉、卵 、魚介類 、 そゐ他 0．5 0．105 0．05

上記の推定のもととなった、食品摂取量の詳しいデータを、表4．1・6、表4．1・7、表4．1－8に示す。

表4．1－6▲成人食品摂取量（4・2）

食 　 品　 群
日摂 取 量 （g／日／人 ）

全 国 平 均 値

米　 類 220

葉 菜 類 10 0

・果 花 菜 類 55

根 菜 額 10 0

芋 　 類 65・

果 実 類 14 5 ．

牛 乳 及 び 乳 製 品 ■ 125

牛 　 肉 20

豚 　 肉 30

鶏 　 肉 20

卵 　 類 40

魚 介 類 100

海 藻 類 ・ 25 ＊l

上 記 分 類 以 外 340

＊1生重量に換算
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表4．1－7　飲食物摂取制限の指標導出に用いられた食品摂取量（4‾2）

食　 品　 群

日摂 取 量 （g ／日／人 ）

実 態 調 査 指 標 導 出 用

の 数 値 の 数 値

1． 飲 料 水
－ 1，6 50

2． 葉 菜 、 果 花 菜 、 きの こ、

　 果 実 、海 草 ＊1
－3 3 5 4 00

3． 牛 乳 、 乳 製 品 12 5 2 00

4． 米 、 豆 類 ＊2 2 8 5 3 00

5． 根 菜 、 芋 類 ＊3 16 5 2 00

6． 肉 、 卵 、魚 介 類 ＊4 2 10 2 00

7． そ の他 2 4 5 3 00

飲 料 水 を除 く合 計 1，36 5 1，6 0 0

■l可食部が地上部にあって直接汚染される食品群として一括。

◆2可食部が地上部にあって殻で覆われている食品として一括。

■3可食部が地中にある野菜。

呵牛乳を除く動物性蛋白質食品。牛肉以外の汚染レベルは低いと考えられる。（4‾2）

表4．1－8　幼児食品摂取量（茨城県沿岸地域での調査結果からの推定値）（4‾2）

食 　 品　 群

日摂 取 量 ＊ （g／日／人 ）

5 ～ 6 歳 児 0 ．5 ～1 歳児

茨 城 県■漁 業 成

人 で の 調 査 結 ’

果 ＊l）

米　 類 110 55． 3 2 0

葉 菜 類 50 ・20 14 0

果 花 薬 類 30 15　＿ 120

根 菜 類 50 20 180

芋 　 類 30 ．15 50

果 実 類 75 30 －
牛 乳 及 び 乳 製 品 3 00 6 00 －
牛　 肉 10 5 －
豚　 肉 15 10 －
鶏　 肉 10 5 －
卵　 類 2 0 10 －
魚 介 類 50 2 0 3 90

海 藻 類 15 5 6 0

暮幼児の食品摂取量は放医研が東海村周辺で幼児の葉菜、ミルク、海産物の消費実態調査を行った時のデ

ータと付録第2表の成人摂取量全国平均値を比較して換算係数を求め、それを用いた推定値である。換

算係数は、5～6歳児については1／2、0．5－1歳児については1／4～1／5が用いられた。

■l地域特性の例
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4．1．5　誘導介入放射能濃度の計算

放射性核種で汚染された飲食物への対策のための介入レベルは、飲食物中の放射性核種濃度

で表わされる？そこで、ここでは介入レベルを誘導介入濃度と呼ぶ。誘導介入レベルの計算条

件は以下のとおりである。

①誘導介入濃度の飲食物を1年間摂取し続けたときに，介入線量レベルの線量に被ばくする

とする。ただし、飲食物中の放射性核種は物理学的半減期に従って減少するとする。

②放射性ヨウ素に対する介入線量レべノ早は，甲状腺等価線量（50mSv）の2／3を表4・1－5に示

した飲食物に適用し，3カテゴリーの飲食物に等分に割り当てる。

③放射性セシウム及び放射性ストロンチウムに対する介入線量レベルは，実効線量5（mSv）

で，5カテゴリーの飲食物に1（mSv）ずつ割り当てる。

④ウランについても同様とする。

⑤プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種に対する介入線量レベルは、実効線量

5（mSv）とする。（4．1．1）式によって、公衆の被ばくがこの介入線量レベルを超えないような

5カテゴリーの飲食物中放射性核種濃度を計算し、それら核種のアルファ放射能濃度の合計

に注目する。年齢による被ばく線量の差及び様々な核種の混合状況を考慮しても、公衆の被

ばくが介入線量レベルを超えないようなアルファ放射能濃度の合計を誘導介入濃度とする。

1つ以上のカテゴリーの飲食物が複数の放射性核種で汚染された場合、対応する誘導介入濃

度を（4．1．1）式で計算する（4■10）。

∑∑叢激≦l
J　　た

（4．1．1）

ここで、

C（才，た）：　飲食物カテゴリー中の女中の放射性核種才の濃度

か比（り，た）‥カテゴリーAの甲だけに核種ぼけがあるとして計算した年齢グループ

ノに対する誘導介入濃度

である。・

月払は次式で計算される。

β几ノた

〟）エ／G

ダ桝と∑材（1－eXp（－Ar））／Å
（4．1．2）

鞄：飲食物カテゴリー丘に対する年齢グループノの誘導介入濃度（Bq／kgまたはBq／扶

飲食物カテゴリーÅ中の放射能濃度で表す。

上LP：介入線量レベル

①ヨウ素の同位体及び132Tbに対して、年間の甲状腺等価線量’50×2／3（mSv）

②ヤシウム及びストロンチウムの同位体、またウランに対して、それぞれ年間の実効

線量5（mSv）

G：飲食物カテゴリーに汚染がまたがることを考慮して、介入線量レベルを割り当てたことに

よるDIL低減倍数（＝飲食物カテゴリーの数）

①ヨウ素の同位体及び132Tbに対して、G＝3
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■②セシウム及びストロンチウムの同位体、及びウランに、G＝5
・ダ：（年平均濃度）／（ピーク濃度）の値、例えば、収穫・出荷制限地域で生産されるはずの食
品のみを住民はとるのではなく、他地域から流通してきた食品もかなりとると考えられ

る。そのような希釈効果のため、実際に住民が摂取するかもしれない放射性核種の量は
減少する。この希釈効果を考慮するための係数がダである。137Csのような長半減期核
種に適用される。

①短半減期の核種である放射性ヨウ素：ダ＝1
②セシウム及びストロンチウム、及びウランの放射性同位体：ダ＝0．5

励：放射性核種ほ1（Bq）経口摂取した場合の年齢グループノの預託線量（mSv／Bq）（表
4．1－3参照）

①放射性ヨウ素に対しては、甲状腺（預託等価）線量

②セシウム及びストロンチウムの放射性同位体及びウラン、プルトニウム、超ウラン
元素に対しては、（預託）実効線量

H毎：年齢グル「プノの飲食物カテゴリーAに対する1日当り摂取量（kg／dまたはJ／d）、
r：飲食物の摂取期間（365日　と仮定）

Å：核種才の壊変定数（d－1）

物理学的半減期は、ICRPPublication38（4■11）の値が用いられた。

メ：代表核種に対する核種fの放射能の混合割合

メの値は前述の燃焼計算の結果から得られた、原子炉内放射能存在割合から求められた。

（1）放射性ヨウ素任）

（4．1．2）式で、上LP／G＝50×　2／3×1／3＝11．1（mSv）（甲状腺等価線量）として、放射

性ヨウ素の誘導介入濃度が計算された。結果を表4．1－9に示す。最小値を安全側にまるめて指

標が定められた。指標は、飲料水及び牛乳，乳製品について300（Bq／kg）以上野菜類（根菜・

芋類を除く）について2，000（Bq／kg）以上とされた（表4．1－1参照）。

表4．1－9　代表核種L31Ⅰの濃度に着目した誘導介入濃度（単位：Bq／kg）（472）

飲 食 物 カ テ ゴ リー 成 人 幼 児 乳 児 最 小 値 指 標 r

飲 料 水 1，写70 4 24 3 2 2 32 2 3 0 0 以 上

牛 乳 ・乳 製 品 10 ，000 8 4 9 3 8 2 38 2 3 0 0 以 上

野 菜類 （根 菜 ・芋 類 を除 く） 5 ，220 2，500 3，280 2，500 2，000 以 上

放射性ヨウ素に関して、表4．1・90に示した3つのカテゴリー以外の、穀類及び肉・卵・魚・その

他、が除かれてい争。これは、放射性ヨウ素の半減期が短いため、それらが食品中に蓄積する可能

性が小さく、経口摂取されないと考えられたことによる。

（2）放射性セシウム（Cs）

（4．1．2）式の介入線量レベルは、放射能濃度の比90Sr／137Cs＝0．1とし、放射性セシウムだ

けでなく、放射性ストロンチウムの寄与も含めて5（mSv）とされた。また、複数の飲食物カテ

ゴリーに汚染がまたがることを考慮して、G＝5　とし、年間の平均濃度とピーク濃度の比ダ＝0．

5　とされた。混合核種の代表核種は134Cs＋137Cs　とし、134Cs及び137Csの放射能比は燃焼度

30，000（MWd／ton）の原子炉内存在量比に基づき、0．545：0．455と仮定された。計算され

た誘導介入濃度を指標と比較して表4．1－10に示す。
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表4．1－10　代表核種134＋137csの濃度に着目した誘導介入濃度（単位：Bq／kg）（4．2）

飲 食 物 カ テ ゴ リー 成 人 幼 児 乳 児 ■最 小 値 指 標

飲 料 水 2 0 1 4 2 1 2 2 8 2 0 1 2 0 0 以 上

牛 乳 ・乳 製 品　 一 1，6 6 0 8 4 3 2 7 0 2 7 0 2 0 0 以 上

野 菜 類 5 5 4 1，6 8 6 1 ，5 4 0 5 5 4 5 0 0 以 上

穀 類 1，1 10 3 ，8 3 0 2 ，9 4 0 1 ，1 10 5 0 0 以 上

、 肉 ・卵 ．・魚 ・そ の 他 6 6 4 4 ，0 1 0 3，2 3 4 6 6 4 ■5 0 0 以 上

なお、原子炉内に生成する放射性核種89Srは、90Srに比較して早い速度で生成するため、

燃焼度が進んだ通常の状態に比較して、運転開始後2年未満の発‾電用原子炉では89Srの放射

能が相対的に高くなる。このため、30，000（MWd／ton）の燃焼度で核種の放射能存在割合を仮定

して導いたこの指標は、燃焼度が低い2年未満の原子炉には適用できない。そのような場合に

は、放射性セシウムの測定とともに放射性ストロンチウム（89Sr及び90Sr）の測定も行う必要

がある。

（3）ウラン（U）

全ての核種が234Uであると近似して，安全側のDILが評価された。なお、234Uの半減期

は、2．45×105（年）と長いの至、飲食物を摂取する1年間における放射能減衰は考えなく

て良い。表4．1－11にウランの誘導介入濃度と定められた指標を示す。

表4．1－11ウラン濃度（234U，235U，236U）に着目した誘導介入濃度・（単位：Bq／kg）（4‾2）

飲 食 物 カ テ ゴ リー 成 人 幼 塀 ．乳 児 最 小 値 指 標

飲 料水 68 6 2 2 1 2 1 2 0 以 上

牛 乳 ・乳 製 品 559 12 5 2 5 2 5 2 0 以 上

野 菜類 186 2 4 9 14 1 14 1 10 0 以 上

穀 類 373 5 6 6 2 6 9 2 6 9 10 0 以 上

肉 ・卵 ・魚 ・そ の他 224 5 9 3 2 9 6 2 2 4 10 0 以 上

（4）プルトニウム（Pu）及び超ウラン元素

プルトニウム及び超ウラン元素については、燃焼度50，000（MWd／ton）における誘導介入濃度が用

いられた。

（i）単一核種で単一の飲食物が汚染される場合

WHOガイドライン（4・10）の方法を用いて、単一の飲食物カテゴリナ（え）が単一の放射性核

種（f）で汚染され、年齢グループノの年間被ばく量が、5（mSv）の介入線量レベルに達する場

合の誘導放射能濃度皿乙（り，た）が（4Jl．3）式で計算された。

β几【Bq／kg］＝
5［mSv］

Wklkgd－．］×SulmSvBq－1】×（1／A）【d－・］（1－eXP（－AT））
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ここで、

F‰：年齢グループノによる飲食物カテゴリーんの1日当り摂取量（kg／dまたはJ／d）

Sゲ：放射性核種fを1（Bq）経口摂取した場合の年齢グループノの預託実効線量（mSv侶q）

A：核種才の壊変定数（d・1）

r：　飲食物の摂取時間（365dと仮定）

である。

計算された誘導介入濃度を表4．1・12に示す。表より、もっとも誘導介入濃度が小さくなるの

は、乳児の場合の239Pu等アルファ放出核種についてで、4（Bq／kg）程度である。

（揖単一核種で全ての飲食物が汚染される場合

介入線量レベルを年間5（mSv）として、（4．1．4）式により誘導介入濃度が計算された。

皿乙（i，j，飲料水を含む全飲料物）【Bq此g】
5［mSv］

Wlkgd・．］×SulmSvBq・l］×（1／ん）［d］（1－eXP（－iLT））

（4．1．4）

ここで、耶（＝∑〟耶上）は、各年齢グループが摂取する1日当た．りの（飲料水を含む）飲食物の総

量（成人3．25（kg）、幼児1．965（kg）、乳児1．52（kg））である。表4．1・13に計算結果を示す。この結

果によると、誘導介入濃度がもっとも小さい乳児の場合、アルファ放出核種で2～3（Bq／kg）と

なる。成人の誘導介入濃度は、およそ10～30（Bq瓜g）となり、幼児と成人の値は近くなる。そ

こで、介入線量レベルを5（mSv／y）とした乳児の誘導介入濃度にもとづいて飲食物摂取制限指標

を設けることで、他の年齢グループではさらに低い被ばくに抑えることとした。

乳児の飲食物のうち“飲料水”及び“牛乳・乳製品”の合計重量1．31（kg）（全飲食物に対し

て、86％）について、指標が1（Bq／kg）と提案された。それ以外の飲食物の“野菜類’’、“穀類”

及び“肉・卵・魚・その他”合計重量0・21kg（全飲食物に赦して、14％）につ†、ての指標は

10（Bq瓜由と提案された。飲食物全体が’2種類に分けられた理由以下の2つである。

①乳児が多く摂取する飲食物の指標を低い放射能濃度して飲食物の種類をしぼり、できるだ

け速やかに対策を取るため。

②MAの指針（4・3，4・6）及びFAO／WHOの国際交易ガイドライン（4－12）にできるだけ整合させ

るため。
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表4．1・12　プルトニウムと超ウラン元素による単一核種・単一飲食物についての誘導介入濃度（4●2）

（単位：Bq／kg）

核 種 ・ 年 齢

グル ー プ

飲 料 水 牛 乳 ・乳 製 品 野 菜 琴 穀 類 肉 ・卵 ・魚 ・

そ の 他

238P u

成 人 36 ．2 2 9 9 9 9．7 19 9 1 19

幼 児 4 4 ．4 8 8 ．7 17 7 4 0 3 4 2 3

乳 児 4 ．8 4 5 ．7 3 3 2 ．7 62 ．5 6 8 ．8

239P u

成 人 33 ．2 2 7 4 9 1．2 18 2 10 9

幼 児 4 1．4 8 2 ．9 16 6 3 7 7 3 9 5

乳 児 4 ．5 9 5 ．4 3 3 1．0 5 9．2 6 5 ．1 ．

240P u

成 人 3 3 ．2 2 7 4 9 1 ．3 18 3 1 10

幼 児 4 1．5 ・ 8 3 ．0 16 6 3 7 7 3 9 5

乳 児 　■ 4 ．5 9 5 ．4 4 3 1 ．1 5 9 ．3 6 5 ．2

241P u

成 人 1 ，7 7 0 1 ．4 6 × 1 0 4 4 ，8 70 ‘　 9 ，7 4 0 5 ，8 50

幼 児 12 ，5 5 0 5 ，1 0 0 1 ．0 2 × 10 4 2 ．3 2 × 10 4
－　 2 ．4 3 × 10 4

乳 児 3 4 7 4 10 2 ，3 4 0 4 ，4 8 0 4 ，9 2 0

242P u

成 人 3 3 ．4 2 7 6 9 1 ．9 18 4 1 10

幼 児 4 1 ．3 82 ．7 1 6 5 3 7 6 3 94

乳 児 4 ．6 6 5．5 1 3 1 ．5 6 0．1 6 6．1

241A m

成 人 3 9 ．6 3 2 6 1 0 9 2 18 1 3 1

幼 児 4 9 ．0 9 7 ．9 1 9 6 4 4 5 4 6 6

乳 児 5 ．2 2 6 ．1 8 r3 5 ．3 6 7．4 74 ．1

239N p

成 人 1 ．1 1 × 10 6 9 ．2 0 ×1 0 6 3 ．0 7 × 1 06 6 ．13 × 106 3 ．6 8 ×1 0 6

幼 児 5 ．0 7 × 10 5 1．0 1 × 10 6 ’2 ．0 3 ×1 0 6 4 ．6 1 × 10 6 4 ．8 3 × 1 0 6

乳 児 2 ．3 3 × 1 051 2 ．7 6 × 10 5　　 1 ．5 7 × 1 0 9 3 ．0 1 ×1 0 6 3 ．3 1 × 1 0 6

242c m

成 人 1 ，3 6 0 1 ．1 2 × 10 4 ．‡　 3 ，7 5 0 7，5 0 0 4 ，5 0 0 ．

幼 児 6 9 2 1 ，3 8 0 2 ，・7 7 0 6 ，2 9 0 6 ，5 9 0

乳 児 6 4 ．4 76 ．2 4 3 6 8 3 2 9 15

243c m

成 人 5 6 ．0 4 6 2 15 4 3 0 8 18 5

幼 児 6 3 ．0 1 2 6 2 52 5 7 3 6 0 0

乳 児 6 ．10 7 ．2 2 ‡…　　 ■4 1．3 7 8．8 8 6 ．7

244C ふ

成 人 7 0 ．5 5 8 2 19 4 3 8 8 2 3 3

幼 児 7 3 ．5 1 4 7 2 9 4 6 6 8 7 0 0

乳 児 6 ．7 8 8 ．0 2 　　ぎ　　　4 5 ．9 8 7 ．5 9 6 ．3
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表4．1・13　Pu等超ウラン元素の単一核種で全食品が汚染された場合の誘導介入濃度（4‾2）

（単位：Bq／kg）

核 種 成 人 幼 児 乳 児

238p u 1 ．8 ×1 0 1 2 ．3 ×1 0 1 2 ．3 ×1 0 0

239p u ． 1 ．7 × 1 0 1 2 ．1 × 1 0 1 2． 1 × 1 0 0

240p u 1．7 × 1 0 1 2 ．1 × 1 0 1 1 2 ，2 ×1 0 0

24 1p u 9 ．0 ×1 0 2 1 ．3 × 1 0 3 ・ 1 ．6 ×1 0 2

242p u 1 ．7 × 1 0 1 2 ．1 × 1 0 1 2 ．2 ×1 0 0

24 1A m 2 ．0 ×1 0 1 2 ．5 × 1 0 1 2 ．4 ×1 0 0

239N p 5 ．7 ×1 0 5 ． 2 ．6 ×1 0 5 1 ．1 × 1 0 5

242c m 6 ．9 × 10 2 3 ．5 ×1 0 2 3 ．0 × 1 0 1

243c m 2 ．8 ×1 0 1 3 ．2 × 10 1 2 ．9 ×1 0 0

244c m 3 ．6 ×1 0 1 3 ．7 ・×1 0 1 3 ．2 ×1 0 0
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4．2　ICRP等の基準

4．2．1　緊急時の被ばく限度

・（1）放射線防護に関する基本的枠組

ICRPではPubl．60（4・13）で、放射線防護の目標を以下の3項目としている。

①便益を伴う放射線被ばくを伴う行為を不当に制限することがなく人の安全を確保するこ

と

②個人の確定的影響の発生を防止すること

③確率的影響の発生を減少させること

これらの目標を達成するためには、放射線防護の体系を遵守することが勧告されている。放

射線防護の体系では被ばくの視点から人間活動を（新規あるいは継続した）行為（practice）

と介入（inteⅣention）に分類し、それぞれに対して表4．2－1の体系を勧告している。

表4．2・1放射線保護の体系

新規あるいは継続 した行為 介入

①行為の正当化 ◎介入の導入は害よりも利益が大きいこと

②防護の最適化 ②介入の種類、規模、期間は最適なものであること

③個人の線量限度 ③線量限度は適用されない

（2）介入における放射線防護

介入が適用される状況として重要なものは以下の2つがあると考えられている。

①自然放射線源とくに屋内ラドン及び過去の活動に起因する有意な量の放射性物質の残

存による公衆の被ばくする状況

②事故・緊急事態

ICRPでは介入の必要性及び範由を決めるに当たって、線量限度を適用することは適当で

ないとしている。その理由として、線量限度やその他のあらかじめ定められた一定の限度を

設けることによって、必要な介入が妨げられ、得られるべき便益を失う可能性があり、正当

性の判断に混乱を起こすかもしれないからであるとしている。

介入の正当性及び最適性を判断するときは、とくに一般公衆を対象としたときには、‘社会

全体に対する影響も考慮するべきであるとしている。

（3）ICRP Publ．63

ICRP Publ．63（4・14）では、事故の場合に介入（防護措置）をとることによって免れる線量を

回避線量と呼んでいる。介入レベルとは、そのレベルになったら療定の防護対策あるいは救済

対策が講じられるようになる回避線量のレベルのことである。回避措置にともなう回避線量を

模式的に図4．2－・1に示す。

関連ある用語として、対策レベルがある。対策レベルとは、そのレベルを超えたら、提案され

た回避措置によって回避線量が介入レベルを超えることが予想されるため、救済措置あるいは

防護対策が講じ・られる線量率あるいは放射能濃度のレベルとして表現される（4・15）。介入レベル

については、ICRP Publ．40（4・16）で以下の図4．2・2のような考え方で設定される。
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図4．2－1回避線量における介入の効果（4・13）

上限線量レベル

実務的な介入レベル
を設定する範囲

下限線量レベル

≡三三三l

各々の対策が適用できる線量分類の模式図

（ICRPP・ubI．40より）

図4．2－2　介入レベル（4・16・4・17）

ICRP Publ．40の付録Cによれば、事故中期の対策のための線量当量レベルとして、食品の管

理については、最初の1年間の想定線畢当量レベルとして、上限が50mSv件、下限が5mSv件と

いう値を勧告している。Publ．40では、対策をとらないと公衆の構成員の1年の想定線量が年線量

限度（この場合はICRP Pub．26（4－18）にしたがって、公衆の線量限度5mSv／年）を超えるようにな

るならば、生鮮食品の管理が適切になると述べ、下限線量レベルとして5mSv／年としているが、事

態によっては代替の食品が得られないことも考慮して、5mSv／年よりも高い線量レベルを許容する
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こ．とも適切としている。

ICRP Publ．63ではより具体的な対策と数値が示されており、ICRP Publ．63では食品及び水

に対して、任意の1種類の食品で、ほと′んどいつでも正当化ざれる介入レベル（庖4．2－2の下限値）

の線量、並びに放射能濃度の最適値の範囲として表4．2－2に示す値を勧告している。

表4．2・2ICRP Publ．63が勧告する回避線量の介入レベル

介入措置の種類 ほとんど常に正当化され

る値

最適値の範囲

1 種類の食品に対す

る制限

10m Sv （1 年間で） 1000・10000B q此g‘（β／γ放射体）

10－100B q此g （α放射体）

（4）防災指針における介入のレベル

防災指針では、防護対策を導入すべきかどうかを判断する線量として、回避線量が実効線量で1年

間で5mSv（放射性ヨウ素による甲状腺等価線量の場合は1年間で50mSv）を用いている。
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4．2．2　内部被ばくモデル全般

（1）ICRP等における内部被ばく線量評価の変遷

ICRPの専門委員会IIは内部被ばく線量評価に関する報告をICRP Pub1．2（4・19）として1959

・年に出した。しかしこの内容は、NCRP（4・20）が1953年に、ICRP（4－21）が1955年に公表した体内

線量評価に関する報告書の改訂として位置付けられるものであった。Pub1．2では、まだ実効線

量（以前は実効線量当量）という考え方笹基づく放射線防護の線量評価体系がまだ確立してお

らず、体内摂取の結果、ある臓器の被ばくによって生ずる障害が人体への影響がもっとも大き

いと考えられる「決定臓器」という考え方が用いられていた。そして、この決定臓器の線量を許

容線量（ICRP Publ．60（4・13）以降の作業者6の「線量限度」に相当する）と比較することにより、

内部被ばく管理を行っていた。摂取される化合物了は、体内に溶けて吸収されやすい「可溶性」と

「難溶性または不溶性」の2種類に分類されている。摂取の経路については、経気道及び経口の

2つが考慮されている。「難溶性または不溶性」化合部を摂取した場合は、肺または消化管の・一

部のみが決定臓器（Pub1．2の段階七は決定器官と言わないで、決定臓器という訳を用いている。）

となると考えられるため、それら以外の臓器の線量評価を行うためのモデルは示されていない。

「可溶性」化合物を摂取した場合は、この化合物が肺から体内に取り込まれるか、または消化管

から吸収されて体内に取り込まれ、決定臓器に達するという経路を辿るというモデルを使用し

ている。なお、摂取された放射性物質の移行は一方通行であり、リサイクルの経路はない。決

定臓器に取り込まれた放射性物質は物理的半減期と生物学的半減期を併せた実効半減期で減衰

すると仮定されている。この段階では排泄経路はモデル化されていない。

このICRP Pub1．2の考え方をそのまま引継ぎ、バイオアッセイによる尿及び糞中への排泄

率から初期摂取量の評価方法を加えたものが、Publ．10（4・22）である。・

プルトニウム、アメリシウムを中心とするアクチノイドの呼吸器系モデル及び代謝モデルに

ついて、専門委員会2のタスクグループによってICRP Publ．19（4・23）の報告書が示された。こ

の報告書では、ICRP肺動力学タスクグループ（4・24）が開発した呼吸器系へのエアロゾルの沈着と

クリアランスのモデルを改訂したものが示されている。このモデルではエアロゾルの沈着部位

は粒子径に依存するとし、化合物の化学形により、呼吸器からのクリアランスが異なるとして

クリアランスの速度によりD，WYの3つのクラスに分類している。このD，WYのクラス分類

が、「可溶性」と「難溶性または不溶性」の分類を発展させたものと考えられる。そして肺及び消

化管から体内に吸収されたプルトニウム等のアクチノイド元素が肝臓、骨、腎臓などに移行し

て沈着するモデルが記述されている。Publ．19　に示されたモデルの考え方は後にICRP

Publt30で使用される作業者の内部被ばくのモデルのプロトタイプとなっている。

ICRP Publ．20（4・25）ではカルシウム、ストロンチウム、バリウム、ラジウムなどの骨に集ま

りやすいアルカリ土類の体内動態を表すモデルが示された。

’ICRP Publ．26（4・18）で定義され、それに引き続くストックホルム声明で明確に用語の命名が

された「実効線量当量」の概念が放射線防護の線量として使用されるようになったため、体内摂

6放射線防護の分野では、職業として放射線作業に従事する者を作業者と呼ぶ。少数の例外を除けば、
作業者は成人である。
7内部被ばくモデルでは、摂取した物質の化学形（例えば、酸化物、水酸化物、炭酸塩、ハロゲン化
物など）により、体内での挙動が異なるため、通常、摂取した物質を化学形に着目した表現で「化
合物」という用語を使用する。この用語はICRPの日本語訳（文献4－21等）でも使用されている用
語である。
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取が生じた場合に、被ばくによる影響が有意となる可能性がある全ての器官・組織の線量を評

．価する必要性が生じた。ICRP Publ．30には複数のコンパートメント間の移行を示す呼吸器系

モデル、胃腸管モデル、代謝モデル（体内動態モデル）が按合されて使用され、約90の元素の

酸化物、水酸化物、硫化物∴硝酸化合物などの成人の体内での代謝挙動が統一的に示された。

そして、線源となる器官（線源器官）中の核種の存在量と被ばくを受ける器官（標的器官）の

被ばく線量を関連つける比実効エネルギー（SEE）という係数が使用されるようになった。

Publ．30に記載された対象核種は主に原子力施設で生じる放射化物、及びRI化合物であり、加

速器施設で生じる短寿命核種及び検査用放射性医薬品などは対象の範囲外とされたようである。

プルトニウムはICRP Publ．30（partl）（4・26）に示されたが、その代謝パラメータは改訂された。

改訂の議論の過程はICRP Publ．48（4・27）に示され、その改訂の結果はICRP Publ・30（part4）

（4・28）として出版された。Pub1．2からPubl．30までの内部被ばくに関するICRP出版物の概要を

表4．2－3に示す。

その後、チェルノブイリ事故以降、作業者のように成人だけではなく、公衆の内部被ばくも

対象になるにつれて、乳児、幼児、子供も含む代謝モデルが開発された。セシウム、ストロン

チウム、ヨウ素、プルトニウム、アメリシウムなどめ12元素に関する公衆の体内動感モデルは

ICRP＿　Publ．56（4・7）に初めて示され、それに基づいた経口摂取と吸入の線量係数が計算された。

ここで使用されたモデルはコンパートメント間の移行の中に、ヨウ素のモデルを除けば、従来

表現していなかったリサイクルの経路を含むものであった。

ICRPの基本勧告であるPubl．26の改訂として、ICRP Publ．60（4－13）が勧告され、「実効線量

当量」という用語が「実効線量」に変わったが、概念はほぼ似たものであった。

一方、内部被ばく線量評価に大きな影響を与えたのは、ICRP Publ・66（4■29）の新呼吸器道モ

デルであった。新呼吸気道モデルはICRP Publ．30の呼吸器系モデルと全ての点で大幅に改訂、

拡張されたものであった。Publ．30のクリアランスクラスD，WYは呼吸器から血液への溶け込

み易さという概念に変更され、クラス分類はタイプRM，Sに変更された。

ICRP Publ．67（4・5）では、Publ．56の元素に加え全部で24元素につし「て公衆の体内動態モデ

ルが作られ、経口摂取の線量係数が示された。特にプルトニウムに対しては、このICRP

Publ．56のコンパートメントが改訂された詳細な体内動態モデルがICRP Publ．67に示された。

ICRP Publ．67の特徴はプルトニウムの尿中排泄経路にある器官であるの膜胱の追加とそれに

伴う腎臓モデルの詳細化、及び軟組織等の代謝モデルの詳細化であった。これ以降に示された

プルトニウムの内部被ばく線量評価に関連するモデルは、一部乳幼児のパラメータ（4■30）を除けば、

Publ．78（4－31）までは、全てICRP Lpubl．67に示されたモデルにそのまま従っている。

ICRP Publ．69（4・32）では、ウランを含む4元素について公衆の体内動態モデルが作られ、経

口摂取の線量係数が示された。ウランに対しては、このICRP Publ．69に新呼吸器系モデルを

用い、かつ一部のコンパートメントが改訂された代謝挙動モデルが示された。改訂された部分

はプルトニウムと同様に排泄経路にある器官の膜胱の追加．とそれに伴う腎臓の詳細化、及び軟

組織等の代謝モデルの詳細化であった。これ以降に示されたウランの内部被ばく線量評価に関

連するモデルは、Publ．78までは、全てICRP Publ・69に従っている。

その後、ICRP Publ．71（4・30）では、Publ‘67とPubl．69で対象とした元素を含む31元素につ

いて公衆の体内動態モデルを示し、吸入摂取の線量係数が示された。’作業者の内部被ばく線量
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係数及び個人モニタリングに関するデータはそれぞれ、ICRP Publ．68とPubl．78に示されて

いるが、どちらもPubl．67とPubl．69で用いた公衆モデルの成人の体内動態モデルを用いてい

る。

NRPBではチェルノブイリ事故に先立つ1984年に、公衆を対象とした体内動態モデル及び

線量評価モデルの開発を実施し、NRPB・GS3（4・33）に示している。NRPB・GS3では公衆を1歳

児、10歳児、成人の・3年齢群に分類した。ICRP Publ．30は、作業場で働く作業者（成人作

業者）の内部被ばくの線量評価モデルを示したが、このNRPB－GS3は公衆（1歳児、10歳児、

成人）の内部被ばく線量評価モデルに、作業環境と一般環境の物理化学形の相異を一部考慮に

入れてICRP Publ．30の考え方をほぼ拡張したと位置づけることができる。子供の線量評価

には体の大きさ、臓器の大きさ並びに臓器間距離等を考慮している。しかし、子供の代謝デー

タは、ヨウ素などの特別な代謝データがある場合を除いては、全てICRP Publ．30で使用し

ている成人のデータを用いている。なお、プルトニウム、アメリシウム、キュリウム、ネプツ

ニウムについては作業環境とは異なる一般環境での物理化学形を考慮して、消化管からの吸収

率（fl値）にICRP Publ．30とは異なった値を与えている。

ICRP Publ．60での放射線荷重係数の設定及び、組織荷重係数の改訂を反映して1991年に

NRPB・R245（4●34）出された。NRPB－R245では年齢群をICRP Publ．56と同様の6群に拡張し、

Publ．56で扱っている12元素のモデル及びパラメータについてはICRP Publ．56の値を用い

ている。

NRPB・R245は水素、炭素、硫黄、コバルト、ニッケル、亜鉛、ストロンチウム、ジルコニ

ウム、モリブデン、テクネチウム、ルテニウム、銀、テルル、ヨウ素、セシウム、バリウム、

セリウム、鉛、ポロニウム、ラジウム、ウラン、ネプツニウム、プルトニウム、アメリシウム

の25元素について扱っており、消化管からの吸収率を示すfl値は、NEA8専門家グル」プの

勧告値（4・35）に従っている。

8NEA（NuclearEnergyAgency）原子力機関：OECD（OrganiSationforEconomicc0－0peration
andDevelopment経済協力開発機構）の専門機関の一つ。（外務省ホームページ

http：〟www．mofh．go．jp／mo払j／gaiko／atom／oecd＿nea．htmi　参照）
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表4．2・3ICRP Pub1．2から30までの内部被ばくに関するICRP出版物

（ただし、Publ．56も含む）

IC R P P u b 1番

　 ロ　 了

レポー トで示 した 内部

被 ば くモ デル

備 考

2 作 業者 を対 象 とした 関 ・ 体 内 動態 モ デル は 「可溶 性 」 と 「難 溶 性 」

（19 6 0） 連臓 器 （及 び 決 定臓 器 ） につ い て の単 純 な コンパ ー トメ ン トモ デ ル

の線 量評価 のモ デル を使 用

・ 線 量評 価 用 には 各臓 等 を半径 の異 な る水 球

モデ ／レで近 似 し、放 射線 は放 射性 物 質 の あ

る臓 器 の みが被 ば くす る と仮 定

10 P u b 1．2 の バ イ オ ア ッ 排泄 モデル の み で あ り、体 内動態 モデル の記 述

扁 6 8） セ イ モ ニ タ リン グのた

め の排泄 モ デル とデ ー

タ

は ない。

19

（19 7 2）

呼吸 器 系の ク リア ラ ン

ス モデル 及 び プル ト■ニ

ウム とア クチ ノイ ド元

■素 の体 内動態 モデル

I C R P 　P u b l ．3 0 の呼吸器系モデルの原型

2 0 ア　 ル　カ　 リ　 土　類 I C R P 　P u b l ．3 0 のアルカリ土類の体内動態モ

（19 7 3） （C a，馳 B a，R a）の体 内

動 態モ デル

デル の原 型

30 作 業者 の実 効 線量 当量 ・ 複 数 の コ ンパ ー トメ ン トを用 いた 体 内 動 簡

（19 7 8・19 8 7） と組織 線量 当量評価 の モ デル

モ デル ・ 比 実効 エネ ル ギー （線塀器 官→標 的器 官 ）

（S v侶 q）とい う考 え方 を用 い、体 を人体 数 学

フ ァン トムで 表現 して線 量計算 を行 う。

4・21



（2）ICRP Publ．2

ICRPの第二専門委員会は内部被ばく線量評価に関する報告をICRP Publ．2（4・19）として1959

年に出した。しかしこの内容は、NCRP9（4・20）が1953年に、ICRP（4－21）が1955年に公表した体

内線量評価に関する報告書の改訂として位置付けられるものであった。Pub1．2では、まだ実効

線量（以前は実効線量当量）という考え方に基づく放射線防護の線量評価体系が確立しておら

ず、体内摂取の結果、ある臓器の被ばくによって生ずる障害が人体への影響がもっとも大きい

と考えられろ「決定臓器」（Pub1．2の段階では決定器官と言わないで、決定臓器という訳を用い

ている。）という考え方が用いられていた。

決定臓器を決める判断基準としては、以下の因子が考慮される。

①　放射性物質を最も多く蓄積する。

②　全身の健康にとってその臓器が必要不可欠である。

③放射性扱種が体内に入ることで障害をうける。

④臓器の放射線感受性が高い。

そして、この決定臓器の線量を許容線量（ICRP Publ．60（4－13）以降の作業者の「線量限度」に相

当する）と比較することにより、内部被ばく管理を行っていた。摂取の経路については、経気

道及び経口の2つが考慮されている。

ICRP　■Pub1．2では、経口摂取については、摂取される化合物は、体内に溶けて吸収されやす

い「可溶性」と「難溶性または不溶性」の2種類に分類されておらず、関連臓器（Organ of

re鈷rence：関連臓器という概念は、摂取した放射性核種が移行する臓器を意味していると考え

られる。関連臓器は決定臓器の候補ということになる。）に達する割合は係数んで表される。こ

の係数は経口摂取された放射性核種が血液に達する割合ちと血液中の放射性核種が関連臓器に

達する割合丘の積で表現される。

経気道による場合、呼吸器中での「可溶性」化合物と「難溶性または不溶性」化合物についての

分類はされており、「可溶性」化合物と「難溶性または不溶性」化合物の滞留は表4・2・4（ICRP

Pub1．2の呼吸器系モデル）に示すとおりである。これはきわめて単純なモデルではあるが、呼

吸器系の沈着とクリアランスを示すモデルと考えることができる。吸入により人体に摂取され

た化合物が関連臓器に達する割合名は可溶性化合物の場合は、

£＝（0．25＋0．5差）£　……………（4．2．1）

£＝0．5（消化器系の一部が決定臓器の場合）…‥（4㌧2．2）

であらわされる。

「難溶性または不溶性」化合物に対しては、

£＝0．12（肺が決定臓器の場合）…　……（4．2．3）

£＝0．62・（消化器系の一部が決定臓器の場合）・・・（4．2．4）

9NCRP（米国放射線防護測定審議会）（National Council on Radiation Protection　and

Measurements）：放射線の防護と測定に関して、先導的な共通の科学的知見としての情報と、ガイ

ダンスと勧告を明確にし、かつ広めることを目標としている。審議会は、NCRP資料の開発と出版

が公衆の利益に重要な貢献をできるよう常に、注意を払っている。また、審議会は、放射線防護と

測定について科学的取組みと関連組織との協力を、責任をもって進めることを使命としている。
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となっており、かつての1955年に出されたICRP勧告（4・19）（1958年勧告以前の論文）の表C．ⅤⅠⅠ

には式（4．2．4）の値は、

£＝0．62（卜石）（消化器系の一部が決定臓器の場合）‥・（4．2．4）

となっている点が、ICRP Pub1．2と異なっている。1955年に出されたICRP勧告（4・19）の表C．ⅤⅠⅠ

は、内部被ばくの線量評価をよくまとめた表であり、Publ．立の原型になっていると考えられる。

「難溶性または不溶性」化合物を摂取した場合は、肺または消化管の一部のみが決定臓器とな

ると考えられるため、それら以外の臓器の線量評価を行うためのモデルは示されていない。「難

溶性または不溶性」のプルトニウム化合物の肺に滞留する生物学的半減期は1年（365日）であ

り、表4．2－4に示された120日とは異なる。

ICRP Pub1．2の表12にはんと丘の値が核種ごとに示されている。この表に注記はされてい

ないが、名は全て「可溶性」化合物の値であると考えられる。

かつての1955年に出されたICRP勧告（4・19）（1958年勧告以前の論文）の表C．VlI（表4．2－6

に示す。）には、化合物は「可溶性」化合物と「難溶性または不溶性」化合物に分類され、経口と経

気道（吸入）により、決定臓器への初期沈着割合を評価する合理的な式が示されていた。その

評価式がPub1．2でどのような位置づけになったのかは明記されていない。

「可溶性」化合物を摂取した場合は、この化合物が肺から体内に取り込まれるか、または消化

管から吸収されて体内に取り込まれ、関連臓器に達するという経路を辿るというモデルを使用

している。そのモデルを図4．2・3に示す。なお、摂取された放射性物質の移行は一方通行であり、

リサイクルの経路はない。関連臓器に取り込まれた放射性物質は物理的半減期と生物学的半減

期を併せた実効半減期で減衰する単一のコンパートメントモデルで表現される。関連臓器間の

核種の移行はモデルに表現されていない。当然、排泄経路はPub1．2の段階ではモデル化されて

いない。

決定臓器及び関連臓器の線量評価は表4．2・5（ICRP Pub1．2の成人の臓器の有効半径）の各

臓器の有効半径を用いて計算される。考え方としては、各臓器を表4．2－5に示された有効半径を

持つ球にモデル化し、その球の中心の放射性核種が、ICRP Pub1．2の表12に示された実効半

減期で存在すると仮定する。そしてその球の光電効果10のみによる吸収エネルギーを臓器質量で

除したものを吸収線量（rad）としている。したがらて、コンプトン散乱11で発生した電子のエネ

ルギー沈着は考慮されていない。人体への影響を考慮したRBE線量（後の線量当量または等価

線量に相当）■は、ICRP Pub1．2に示されたRBE（生物学的効果比）と分布の不均等さと放射

性感受性を考慮に入れた障害係数nの積で重み付けしたものである。

10物質に光があたって電子が飛び出す現象。
11ガンマ線やエックス線が電卓と衝突して進行方向を変える散乱。
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表4．2－4ICRP Pub1．2の呼吸器系モデル（4－21）（日本語訳）

肺における粒子状の物質の滞潤は，その粒子の大きさ，形および窄鼠

またその物質の化学的な形態や，その人に口呼吸の習慣があるかどうか

というような多くの国手に依存する．しかし特別のデ㌧－タがかけている

場合は，その分布は次のようであると仮定する・

分　　　　　　布
易溶性の化合物

（％．）
その他の化合物

（％）

呼気とともに堺田されるも
の

呼吸器の上部にたまり，
その後のみこまれて消化
管に入るもの．

．肺（呼吸器の下部）にたま
るもの

25

50

25

（これな溶けて体内
にとりこまれる）

25

■　このうち，、半分は24時間以内に肺から出されてのみこまれる．従ってのかこまれるも

のは合計62古％となる．残■苛の12を％は120日の半減期で肺に滞溜する・この暴食，この部

分は体液中にと刀こまれると仮定する．
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表4．2－5ICRP Pub1．2の成人の臓器の有効半径（4●21）（日本語訳・）

1紺，刑（g） 全身＊に対する　％ 有効半径，ズ（cm）

全　身＊

筋　肉

皮膚および皮下組織†

膵　肪

骨

骨髄をのぞく
赤色骨髄
黄色骨髄
血　液
消化管＊
消化管の内容物
大勝下部

胃

部
腸
上勝
臓

小
犬
肝
臓
肺（2）
タンパ組織

腎　臓（2）
心　臓

陣　腋
膀　胱
膵　晰

唾液腺（6）
皐　丸く2）
脊　髄

眼　球（2）
甲状腺
歯

前立腺
副腎（野上俸）（2）

鱒　腺
卵　巣（2）
腑下垂体
松果体

副甲状腺（4）
そのほか（血管，軟骨，神経など）

70，000

30，000

6100

10，000

0
　
0
　
0
　
0
　
0

0
　
0
　
0
　
0
・
0

0
　
5
　
5
　
4
　
0

7
　
1
　
1
　
5
　
2

550
5
0
∞
3
5
0
0
0
0
0
0
∞
0
0
0
0
5

0
5
0
・
和
5
0
40
3
0
3
0
2
0
2
0
2
0
2
0
1
0
8
0
．
0
．
0
．
叩

1
2
1
1
7
5
人
U
7
3
3
1
1
3

1
1
1
1

100

43

8．7

14

l
　
1
　
7
　
9

0
　
2
　
2
　
7
　
2

1

2．4

2．1

1．4

1．0

0．43

0．43

0．21

0．21

0．10

0．071

0．057

0．043

0．043

0．029

0．029

0．029

0．029

0．014

0．011

8．6×10－6

2．9×10－6

2．1×10－6

0．56

1

0
　
0
　
0
　
0

3
　
3
　
　
　
2

5

5
　
0
　
0
　
5
　
0
　
5
　
0
　
　
　
7
　
7
　
7

1
　
3
　
　
　
1
　
1
　
1

＊　消イヒ管の内容物をふくまない．

†皮蘭のみの質丑は20∞gとしてある．
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表4．2－61955年に出されたICRP勧告（4‾19）

（1958年勧告以前の論文）の表C．ⅤⅠⅠ

A mnく▲RY OT▲訊MqTO朽▲NDm m Y仙VBⅦEDが卿OM m O甘馴OTm

仙僻耳LE Y▲iVB L通　が　T▲且LE GVm

TyF d T耶Or Cdtid Fmdonhi血皿y Wd由td hb£Or
H山nik

Eqlladonu宋d
hrhdhg
致押山○nll托d
hr6nding

血血Ⅴ亡 叩 r亡 血亡 血 d h 亡拓如鵬亡n亡喝γ ddd m 四・ tod h dy
皿■t血l ddd o呼皿 匹r血呼止on

ヱg（R E）〝
○冨n OOnC．

叩C）
bud tn
（す）

Sohbk

l血 don Lunp ムコケ25（トーム〉おばⅥduCh
plnFl也由h
C01Wmn50r
Ta上leGV

I000 Ti亡I血y 】叫．C9 Eq．C7

Oqpn l鼓d b
001皿n4d
TiueGV d
怒 撼

恕 怒5憎

001111はb 6，ほ，
叫d190rT■ble
GⅣ

Ⅴ血elOth
pir亡n血虚血
∞lumn50r
Tlbk GV

監慧毘誠 VduCd rが▼亡n
h t01u工nn 60r
TabIeCV一

叫・C9 Eq，C60rC7

山野Bdon 0曙in 伽dh Vdut50！．ん
pVqlh 01u皿
字義 ；恕80r

Vdu亡mtb
監禁票㌢

T止血CV

監怒邑8品 Vill沌lOrr ・Eq・CIO Eq・060rC7
悉㌫ガLd

d Ⅷ830r
TibkC．Vm

苦等麗 1岩野

ln靂○旭k
血
】山かdy
血bk

Inh血血 L叩 ム白か12 射止Ⅵ血鷹h
prtn也由h
血 50r
Ti血IeC．Ⅴ

IOOO Tlb は○血叩 Eq．C9 】鴎．C7

急患 d血 J E10・ぬ（11 ）用いmhLb
pm 血由虚
血 50l
T止Ik C．Ⅴ

Vdue11iSkd
豊麗 晶

Vdvd正札も，
生血dち伽dh
恐 邑智

Eq・C15 R且do

hg亡Sdon 会恩 J血 ノこ＝（td ） l亨tⅥduein
p沌也虚血
00llⅡ8850r
TiblCCV

Vdu亡Ilぬd
h d 皿 3
orT▲blcCⅥ

Vdue Or〟，ん，
霊£空ヲ孟

．Eq．C14 Rado

6。rTa鋸 Ⅵ

Noue
騨
旭
（如bm血 ）

Tod 』dY Cdqm 50r
Tibk C V

70｝000 VduB Or7；
伊Yenh d m
30rT8bkCV

Eq，CI7

経口摂取

肺

＊1消化管は胃、小腸、大腸上部、大腸下部の4つのコンパートメント。

＊2関連臓器は複数の場合もある。

図4．2－3ICRP Pub1．2の体内挙動モデル（4・21）（日本語訳）
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（3）ICRP Publ．10

ICRPの第四専門委員会が1968年に出ノした報告書である。使用している体内挙動モデルとそ

のパラメータ、並びに線量評価の考え方はPub1．2と同じものを用いている。Pub1．2と異なる点

は、「可溶性日昌難溶性または不溶性」という用語を「亘搬性」化合物と「非可搬性」という表現に

変えている点と、プルトニウムなどのバイオアッセイが必要な核種に対しては、尿及び糞中の

排泄率式が示されている点である。しかしこ　この排泄率式は血液に摂取された量と尿及び糞中

の排泄率を関連つけるものに過ぎず、代謝挙動を示すモデルに関連付けられていない。
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（4）ICRP Publ．19

プルトニウム、アメリシウムを中心とするアクチノイドの呼吸器系モデル及び代謝モデルに

ついて、第2専門委員会のタスクグループによってICRP Pub．19の報告書が示された。この

報告書では、ICRP肺動力学タスクグループが開発した呼吸器系へのエアロゾルの沈着とクリア

ランスのモデルを改訂したものが示されている。ICRP肺動力学タスクグループのモデルを表

4．2－7と図4．2－4に、ICRP Publ．19の呼吸器系クリアランスモデルを表4．2・8に示す。ICRP

Publ．19のモデルはICRP肺動力学タスクグループの■モデルとコンパートメント形状は同じで

あるが、クリアランスのパラメータが少し改訂されている。これらのモデルではエアロゾルの

沈着部位は粒子径に依存するとし、化合物の化学形により、呼吸器からのクリアランスが異な

るとしてクリアランスの速度によりD，WYの3つのクラスに分類している。このD，WYのク

ラス分類が、ICRP Publ・2の「可溶性」及び「難溶性または不溶性」の分類を発展さ撃たものと

考えられる。そして肺及び消化管から体内に吸収されたプルトニウムが肝臓、骨、腎臓に移行

して沈着するモデルが記述されている。Pub．19　に示されたモデルの考え方は後にICRP

Publ．30で使用される作業者の内部被ばくのモデルのプロトタイプとして位置付けることがで

きる。

表4．2・7　ICRP肺動力学タスクグループのモデルのパラメータ（4・24）

Cla∬（D）　　　Caぶ（W）　　　Cl誠（Ⅵ

N－P　（a）　　4mh仲・50　　　4m叫0．10　　　4mh仲．01
（b）　　4m叫0・50　　　4min／0・90　　　4叫．野

d
．
叫

′

l

t

（ i慧欝3　王慧鎚i慧鎧
何
の
㈲
㈲

30m叫0．80
工La．

30mh仲．20

90dap／0．15
124叫．40
90days／0．40

90days仲．05

360血叩仲．05
24h・仲．00
360血野付．40
360days／0．15

Lympb 30m叫1・00　　90血叩／1・00　　360days／0．10

Note：Thefizstvalueisthe bi01dgicalhdLl血C；the secondis the

rcgionalfhction・TもelyznphaticdemccforClassYcompoundsindi仏teS

thata10petcentrcgionalfrac血nfollowsa360JaybiologiCalhalLltine．
neremmiing90Percentisprestnedtobcpemanendyretainedinthe
nodesandis＄u旬ectodytoradioacdvede仏y．

4・28
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FIG．15．

図4．2・4　ICRP肺動力学タスクグループのモデル（4・24）

表4．2－8　ICRP肺動力学タスクグループのモデルとパラメータ（4・23）

A脆ⅧEDCoNSTANTSFORUsEⅥⅧTGLMCLEARANCEMoDEL†

Re由On Pa也way

Compounddla∬

P） （W） m

M ．■

TJi

P

L

（わ 0．01d／0．5 0．01d／0．1 0．01d／0．01

¢） 0．01d／0．5 0．4d／0．9 0．4d／0．99

¢） 0．01d／0．95 0カld／0．5 ■0．01d／0．01
（d） 0．2d／0．05 0．2d／0．5 0．2 d／0．9，

（匂 0．5d／0．8 50d／0．15 5（泊d／0．05
の － ld／0．4 ld／0．4
短）■ － 50d／0．4 5（氾d／0．4

（b） 0．5d／0．2 50d／0．05 500 d／0．15

（i） 0．5d／1．0 50d／1．0 1000 d／0．9

Lyrnph
nodes（L）

B
 
L
 
O
 
O
 
D

NqSOPI℃rynX

Region（N一円

G
 
L
 
T
R
A
 
C
T

†ThefirstYaluelistedisthebiologicalhalf・lift；thesecondistheregional
舟action．
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（5）ICRP Publ．30

ICRP Publ．30には複数のコンパートメント間の移行を示す呼吸器系モデル、胃腸管モデル、

代謝モデルが接合されて使用され、約．90の元素の酸化物、水感化物、硫化物、硝酸化合物など

の成人の全身での代謝挙動（体内動態）が統一的に示された。呼吸器系モデルは享CRP Publ・19

に示されたモデルが原型となっている。そのモデルを表4．2・9に示す。そして、線源となる器官

（線源器官）中の核種の放射能量（Bq）と被ばくを受ける器官（標的器官）の被ばく線量（Sv）を関

連つける比実効エネルギー（SEE）という係数が使用されるようになった。この係数は図4．2－5

に示される人体数学ファントム12に基づいて計算される量である。Publ．30に記載された対琴核

種は主に原子力施設で生じる放射化物及びRI化合物であり、加速器施設で生じる短寿命核種及

び検査用放射性医薬品などは対象の範囲外とされた。プルトニウムの代謝モデルはICRP

Publ．30（paれ1）に示された。このモデルでは並行に骨と肝臓、及び生殖腺に移行することを

示すコンパートメントで表現されている。プルトニウムの左のパラメータはその後一部改訂さ

れた。改訂の議論の過程はICRP Publ．48に示され、その改訂の結果はICRP Pub1．30（part4）

として出版された。ウランもまたICRP Publ．30（partl）に示された。土のモデルでは並行

に骨と腎臓に移行することを示すコンパートメントで表現されている。ICRP Pllbl．30の段階、

の代謝モデルは、骨や肝臓から直接に排泄されるモデルとなっており、腎臓や膜胱を通じて尿

として排泄される経路は表現されていない。

12人体及び臓器を数学的な複数の幾何形状で模擬したもの。
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表4．2・9　ICRP Pub1．30の呼吸器系モデルとパラメータ（4・26）（日本語訳版）

専門委員会2の報告

DNlt，

▲L■睾1
lt・l・
lす

埠≡

1管

h∴

一年

；I 阜！、

：≡や

≡薄 箪

ク　　　　ラ　　　　ス

領　　　域
コ：′ノミ

トメソ
D W Y

T

坤∴≡十号：．字＝一旬∴∴；至．∵∵坤∴て≡二苧≡≒
0．01　0．5　　　0．01　0．1　　　0．01　0．01

0．01　0．5　　　0．40　　0．9　　　　0．40　　0．99

r　　　　¶　　　ア

N－P

臼h＿P＝0．30）

T⊥B

（かトb＝0．08）

0．01　0．95　　0．01　0．5　　　0．0工　　0．01

0．2　　　0．05　　0．2　　　0．5　　　　0．2　　　0．99

駄5　　1．0　　50　　　1．0　1000　　　　0．9

n追．　n．a．　皿．＆．　　ma．　　00　　　　0．1

呼吸器系からのクリアランスを記述するために用いられる数学的キデル
除去の半減期孔から刑の値と各領域内のコシバートメソト間の割合F．からFlの

億は，残留している物質の3つのクラス別に，この国の蓑の部分に与えられている。

瓜吊」‰ふおよびか，と′して与えられている値（最左欄）は，AMADが1〝mのェー
Pゾルの各簡域への沈着割合である。上の模式図払　4つの呼吸器領牒廿トもT－B，P

およびLの中の食からiまでのコソバートメソトからのいろいろなクリアランス経路を
表す。ma．ほ適用されないという意味を表す。
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図4．2・5　SEE（比実効エネルギー）を計算するための人体数学ファントム
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（6）ICRP Publ．56、67、69、71、及び78

（a）Publ．30以後の内部被ばくモデル

ICRP Publ．30までは作業者、すなわち成人のモデルであった。しかしその後、作業者のよ

うに成人だけではなく、公衆の内部被ばくも対象になるにつれて、乳児、幼児、子供も含む代

謝モデル（体内動態モデル）が開発された。年齢区分は以下の表4．2－10のとおりである。

表4．2・10　線量評価のための公衆の年齢区分

年齢区分 適用年齢範囲

3 ケ月児（乳児） 0～12 ケ月

1 歳児 1歳 ～2 歳

5 歳児 2 歳 ～7 歳

10 歳児 7 歳 ～12 歳

・15 歳児 ．12 歳～17 歳

成人 18 歳以上

公衆のプルトニウムに関するこの代謝モデルはICRP Publ．56に初めて示された。このモデル

はコンパートメント間の移行の中に、従来表現していなかったリサイクルの経路を含むもので

あった。このモデルを図4．2－6に示し、パラメータを表4．2－11に示す。

ICRPの基本勧告であるPubl．26の改訂として、1990年にICRP Publ．60が勧告され、「実

効線量当量」という用語が「実効線量」に変わった。概念はほぼ似たものであったが、組織荷重係

数WTの数値が更新されたため、Pub．60以前に出たPub．56は内部被ばく実効線量への換算係

数を変更する必要になった。なお、内部被ばく線量評価に大きな影響を与えたのは、ICRP

Publ．66に示された新呼吸器道モデルであった。新呼吸気道モデルはICRP Publ．30の呼吸器

系モデルを全ての点で大幅に改訂、高度化したものであった。Publ．30のクリアランスクラス

D，WYは呼吸器から血液への溶け込み易さという概念に変更され、クラス分類はタイプRM，S

に変更された。

ICRP Publ．60以降に出された内部被ばくに関する出版物は表4．2・12に示すとおりである

（ただし、Publ．56も含む）。なお、防災指針における飲食物摂取制限と関連する放射性核種の

体内動態モデルが記載されているICRP出版物を表4．2・13に示す。
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表4．2－12ICRP Publ．60以降の内部被ばくに関するICRP出版物

（ただし、Publ．56も含む）

I C R P 　P u b 1 番 レポー トの 目 対象元素 年齢飯存体 内動態モデルの記述 ．

⊂コ写 的 （下線は防災指針に

あるもの）

5 6 公 衆 の 年 齢 依 H，C，塾，Zr，N b， 本 文 中に左 記 の元素 の体内動態モ デル

（19 89） 存 の線量係数

（経 口及 び 吸

入）

R uエ麹 ，C e，王辿 ，

金型，N p

と移 行係数

6 7 公 衆 の年齢依 S Cゝ o，N i，Z n ，S r， 付属書 A ：アルカリ土類元素 （塾，R a，C a な

（19 9 3）． 存 の線量係数 Mo，Tb，A g，Tも，B a ど），P b 体 内動 態モデル と移行係

（経 口のみ） ，P b ，P o，R a 数

付属書 B ：空也金型，N p 体 内動 態モデル と移

行係数

付属書 C ：H ，C ，Z r，N b，R u l ，虫 ，C e，

塾 ，皇壷，N p （IC ．R P 5 6 に P u b．6 0

の組 織 荷重係数 を適用 した線

量係数表 改訂）

6 8 作 業 者 の 放 射 H，F e，Z n，S e，Nも， 体 内 動 態 モ デ ル とノ〈ラ メ ー タ は

（1甲 4） 性 核 種 摂 取 の Sr，Zr；Mo，Ag，Sb， P u b l ．6 9 ，6 7 ，5 6 ，3 0 （新しいものを優先的

■線 量係数 Tb，I，B a，C e，P b，

Po，R a，T h，U，N p

、P u ，A m

に） 使 用

6 9 公 衆 の年齢依 Fe，S e，S b，Th，望 本 文 中に左記 の元 素の体内動態 モデル

（19 9 4） 存 の線量係数

（経 口のみ）

と移行係数

7 1 公衆 の年齢依 H，C，S，C a，Fe，C o 付属書 A ：C a の体内動態モデルとパラメータ

（19 9 5） 存 の線量係数 ，N i，Z n，S e，塾 ，Z r； 付属書 B ：c m の体内動態モデルとパラメータ

（吸入のみ） N も，M o ，T b ，R u ， 付属書 C ：P b，R a，恥，T b，U の摂取に伴 う子孫核

A g，S b ，恥 ，王，£呈，B 種の体内動態モデルとパラメータ

a，C e，P b，P o，R a ，

T h，望，Np，王』，

金型，C 型

＿付属書 D ：吸収タイプR M ，S への化合物の割振

7 8 作 業 者 の 内 部 H，Fe，Co，S r，Ru，I 2 0 0 6 年 現 在 内部被ば くに関す る最新の

（19 8 7） 被 ば くの 個 人

モニタ リング

，C s，R a，T h ，U ，N p

，P u ，Am ，c m ，C f

報 告 書 （ただ し作業者 のみ）
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表4．2・13　防災指針における飲食物摂取制限の対象と関連する放射性核種の体内動態モデルが

記載されているICRP出版物

IC R P 3 0－ IC R P 56 IC R P 67 IC R P 6 8 IC R P 6 9 IC R P 71 IC R P 78

対象 （作業者） （公衆） （公衆） （作業者） （公衆） （公衆） （作業者）

採択 1978・1987 1989 1993 1994 1994 1995 1997

Tb ICRP30モデル ICR P67モデル ICR P67モデル ICR P67モデル

Ⅰ ICRP30モデル ICRP56モデル

（ICRP30 に少

し改訂を加えた

もの）

ICRI）56モデル ICRP56モデル IcR P67 モデル

（ICRP56 モデ

ルと同じ）

ICRP67モデル

C s JCRP30モデル ICR P56モデル

（ICRP30 と同

じモデル）

IC RP56モデル ICR P56 モデル ICRP56モデル ICRP56モデル

S r‘ ICRP30モデル ICRP56モデル ICRP67モデル IC RP67モデル ICRP67モデル ICRP67モデル

U ICRP30モデル ICRP69モデル ICRP69モデル ICRP69モデル 、ICRP69モデル

P u ICRP30モデル ICRP56モデル ICRP67モデル ICRP67モデル ICRP67モデル ICRP67モデル

A m ICRP30モデル ICRP56モデル ICRP 67モデル ICRP67モデル ICRP67モデル ICRP67モデル

c m ICRP30モデル ICRP68モデル ICRP68 モデル

（ICR P由 モデ

ル解説：Am と

同じ）

ICRI〉68 モデル

（71 モデルと

記述されてい

る。）

（注）ICRP Publ．68でウランについては、ICRP69モデルを用いている。

（b）プルトニウム（Pu）のモデル

プルトニウムに対しては、このICRP Publ．56の呼吸器系モデルを新呼吸器系モデルに置き

換え、かつ一部のコンパートメントが改訂された代謝挙動モデルがICRP Publ．67に示された。■

一　代謝モデルの改訂された部分は排泄経路にある器官の膜胱の追加とそれに伴う腎臓の詳細化、

及び軟組織等の代謝モデルの詳細化及びリサイクル経路を含む表示であった。このモデルを図

4．2・7に示し、パラメータを表4．2・14に示す。

これ以降に示されたプルトニウムの内部被ばく線量評価に関連するモデルは、一部乳幼児の

＆パラメータの改訂（Ⅰ．CRP Publ．71）を除けば、少なくともPubl．78までは、全てICRP

Publ．67に示されたモデルにそのまま従っている。

（C）ウラン（U）のモデル

ウランに対しては、このICRP Publ．69に新呼吸器系モデルを用い、かつ一部のコンパート

メントが改訂された代謝挙動モデルが示された。改訂された部分はICRP■Publ．67のプルト二、

ウムのコンパートメントモデルに類似している。このモデルを図4．2－8に示し、パラメータを表

▼　4．2－15に示す。

これ以降に示されたウランの内部被ばく線量評価に関連するモデルは、Publ．78までは、全て

ICRP Publ．69に従っている。
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（d）テルル（Tも）のモデル

．テルルの体内動態モデルはICRP Publ．67に示された。骨、甲状腺、腎臓、その他の組織に

移行する・一方向性のコンパートメントモデルであり、モデルを図4．2－9に、パラメータを表

4．2－16に示す。これ以降、現在までモデルの変更はない。

（e）ヨウ素仕）のモデル

ヨウ素の体内動態モデルはICRP Publ．30をベースにしたものがICRP Publ．56に示され

た。このモデルはこれ以降、現在までモデルの変更はないが、ICRP Pub1．67でも使用されて

いるため、Publ．67モデルと書かれる場合もある。モデルを図4．2・10に、パラメータを表4．2・17

に示す

（8セシウム（Cs）のモデル

セシウムの体内動態モデルはICRP Publ．30をベースにしたものがICRP Publ．56に示さ

れた。このモデルはこれ以降、現在までモデルの変更はない。モデルを図4．2－11に、パラメー

タを表4．2・18に示す

（g）ストロンチウム（Sr）のモデル

ストロンチウムの体内動態モデルはICRP Publ．56に示されたが、その後ICRP Publ．67

でアルカリ土類全体のモデルの一部と．して、Publ．56を改訂したものが示された。こ・のモデルは

これ以降、現在までモデルの変更はない。モデルを図4．2・12に、パラメータを表4．2・19に示す。

（h）アメリシウム（Am）のモデル

アメリシウムの体内動態モデルはICRP Publ．67に示された。このモデルはこれ以降、現在

までモデルの変更はない。モデルを図4．2・13に、パラメータを表4．2・20に示す。

（Dキュリウム（cm）のモデル

キュリウムの体内動態モデル時ICRP Publ．68で新たなモデルが使用されたが、詳細は

Publ．71で解説された。キュリウムの体内動態モデル及びパラメータはアメリシウムと同じもの

を用いている。このモデルはこれ以降、現在までモデルの変更はない。
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図4．2・6ICRP Publ．56のプルトニウムの体内動態モデル（4・7）

表4．2・llICRP Publ．56のプルトニウムの体内動態モデルコンパートメントモデル

・のパラメータ（4‾7）
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図4．2・7ICRP Publ．67のプルトニウムの体内動態モデル（4・5）
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表4．2・14ICRP Publ．67のプルトニウムの体内動態モデルのパラメータ（4‘5）
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図4．2・8ICRP Publ．69のウランの体内動態モデル（4・32）
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表4．2・15ICRP Publ．69のウランの体内動態モデルのパラメータ（4’32）
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図4．2・9　テルルの体内動態モデル

表4．2・16　テルルの体内動態モデルのパラメータ（4・7）

Biokinetic data for tellurium

Distribution（％）

Age fl Skeleton Thyroid Kidney
Other Prompt

tissues excretion

Biological half－time（days）

Skeleton

Tissues other Transfer

than skeleton comp．

3　months

l year

5years

lO years

15years

Adult

0．3　　　25

0．3　　　　25

0．3・　　25

0．3　　　25

0．3　　　25

0．3　　　　25

0．2　　　　2．3

0．2　　　　2．3

0．2、　　2．3

0．2　　　　2．3

0．2　　　　2．3

0．2　　　　2．3

22．5　　　　　50

22．5　　　　　50

22．5　　　　　50

22．5　　　　　50

22．5　　　　　50

22．5　　　　　50

10000　　　　　　20

10000　　　　　　20

10000　　　　　　20

10000　　　　　　20

10000　　　　　　20

10000　　　　　　20

0．8

0．8

0．8

0．8

0．8

0．8

Aurinarytofaecalexcretionratioof4：1isassumedfortelluriumthathasenteredthetransfercompartment

4－42



Faece5

人a王竿d－1

人b・竿dTl

入C・苧d－1
図4．2・10　ヨウ素の体内動態モデル（呼吸器系、胃腸管を除く）（4■7）

表4．2－17　ヨウ素の体内動態モデルのパラメータ（4・7）

Biokinetic data foriodine

Biological half－time（d）　　　　　〝Apparent half－time〝（d）

Uptake by Faecal

thyroid excretion

Age　　′1’％■　　　％

Blood Thyroid Rest of body

毛　　　　　　先　　　　　　差

Thyroid書

J3months l

l year　　1

5years l

lO years l

15years l‘

Adult l†

30　　　　　　20

30　　　　　　20

30　　　　　　20

30　　　　　　20

30　　　　　　20

30†　　　　20

0，25　　　　　　　11．2

0．25　　　　　　15

0．25　　　　　　　23

0，25　　　　　　　58

0．25　　　　　　　67

0．25†　　　　80†

＊Between2and16days afterintake to the thyroid

†Value from ZC肝，jWllcatIo1730（ICRP，1979）．
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図4．2・11セシウムの体内動態モデル
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表4．2・18　セシウムの体内動態モデルのパラメータ（4－7）

Biokinetic data for caesium

Distribution（％）

Total body

Biological half－time

（d）

Total body

Age f．　　A B A B

3　months

l year

5years

lO years

15years

Adult

1　　　　　　　　　100

100

5

　

0

　

3

　

0

4
　
　
3
　
　
1
　
　
1

55　　　　9．1

70　　　　5．8

87　　　　2．2

90＊　　　2＊

6

　

3

　

0

　

0

　

3

　

0

1

　

1

　

3

　

5

　

9

　

11

＊value fromlCWpubllcatloD30（ICRP，1979）；appropriate

for males；conservativeif applied for calculating dose coefficients

for females（see text）．
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図4．2－12　ストロンチウムの体内動態モデル（4・31）
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表4．2－19　ストロンチウムの体内動態モデルのパラメータ（4’5）

Age－SpeCific transfer rates（dTl）for strontiummodel

3mo l y　　　　5y　　　　10y　　　　15y Adult

plasma to urinary bladder contents

plasma to ULI contents

plasma to trabecular bone surface

plasma to cortical bone surface

plasma to STO

plasma to STl

plasma to ST2

bone surface to plasma

bone surface to excha bone volume

exch bone volume to bone surface

exch bone volume tornonexcha volume

nonexch trabecular volumetoplasma

nonexch cortical volume to plasme

STO to plasma

STl to plasma

ST2to plasma

0．577　　　　1．27

0．175　　　　0．385

2．25　　　　1．35

9．00　　　　　5．40

2．50　　　　　5．50

0．50　　　　1．10

0．0010　　　　0．0022

0．601　　　　0．601

0．0924　　　　0．0924

0．0043　　　　0．0043

0．0043　　　　0．0043

1．38　　　　　1．02

0．42　　　　　0．308

1．33　　　　　2．12

4．67　　　　　6．28

6．00　　　　　4．40

1．20　　　　　0．880

0．0024　　　　0．0018

0．601　　　　0．601

0．0924　　　　0．0924

0．0043　　　　0．0043

0．0043　　　　0．0043

0，600　　　　　1．73

0．182　　　　　0．525

3．10　　　　　　2．08

8．00　　　　　1．67

2．60　　　　　　7．50

0．52　　　　　1．50

0．0010　　　　0．0030

0．601　　　　　0．578

0．0924　　　　0．116

0．0043　　　　0．0043

0．0043　　　　　0．0043

0．00822　　0．00288　　　0．00181　　0．00132　　　0．000959　　　0．000493

0．00822　　0．00288　　　0．00153　　　0．000904　　　0．000521　　0．0000821

0．833　　　1．83　　　　2．00　　　　1．47　　　　　0．867　　　　2．50

0．116　　　　0．116　　　　0．116　　　　0．116　　　　0．116　　　　0．116

0．00038　　0．00038　　　0．00038　　　0．00038　　　0．00038　　　0．00038

0．6　　　　　0．4

aexch＝eXChangeable，nOneXCh＝nOneXChangeable

0．4　　　　　　0．4 0．4　　　　　　0．3
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図4．2・13■ァメリシウムの体内動態モデル（4・31）
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表4．2－20　アメリシウムの体内動態モデルのパラメータ（4’5）

Age－SpeCific transfer rates（d．1）for americium model・

3mo l y　　　　　　5y lO y　　　　15y adult

blood toliver l

blood to cortical surface

blood to trabecular surface

tblood to urinary bladder content

blood to kidney（urinary path）

blood to other kidney tissue

blood to ULI contents

blood to testes

blood to ovaries

blood to STO

blood to STl

blood to ST2

STO to blood

kidneys（urinary path）to bladder

Other kidney tissue to blood

STl to blood

ST2　to blood

trabecular surface to volume

trabecular surface to marrow

cortical surface to volume

cortical surface to marrow

trabecular volume to marrow

cortical volume to marrow

ICOrt／trab bone marrow to blood

liverl to blood

liverl to smallintestine

gonads to blood

2．33　　　　　　　2．33

8．15　　　　　　　8．15

8．15　　　　　　　8．15

1．63　　　　　　1．63

0．466　　　　　　0．466

0．116　　　　　　0．116

0．303　　　　　　0．303

0．00047　　　　　0．00070

0．00028　　　　　0．00037

10．0　　　　　　10，0

1．67　　　　　　1．67

0．466　　　　　　0．466

1．386　　　　　　1．386

0．099　　　　　　0．099

0．00139　　　　　0．00139

0．0139　　　　　　0．0139

6．98　　　　　6．98　　　　　6．98　　　　11．6

5．82　　　　　5．82　　　　　5．82　　　　　3．49

5．82・　　　5．82　　　　　5．82　　　　　3．49

1．63　　　　　1．63　　　　1．63　　　　　1．63

0．466　　　　0．466　　　　0．466　　　　0．466

0．116　　　　0．116　　　　0．116　　　　0．116

0．303　　　　　0．303・　　　0．303　　　　　0．303

0．00079　　　0．00093　　　0．0075　　　　0．0082

0．00093　　　0．0016　　　　0．0028　　　　0．0026

10．0　　　　　10．0　　　　10．0　　　　　10．0

1．67　　　　　1．67　　　　1．67　　　　　1．67

0．466　　　　0．466　　　　0．466　　　　0．466

1．386　　　　1．386　　　　1．386　　　　1．386

0．099　　　　　0．099　　　　0，099　　　　0．099

0．00139　　　0．00139　　　0．00139　　　0．00139

0．0139　　　　0．0139　　　　0．0139　　　　0．0139

0．000019　　　　0．000019　　　　0．000019　　0．000019

0．00822

0．00822

0．00822

0．00822

0．00822

0．00822

0．0076

0．00185

0．00288

0．00288

0．00288

0．00288

0，00288

0．00288

0．0076

0．00185

0．00181　　　0．00132

0．00181　　　0．00132

0．00153　　　0．000904

0．00153　　　0，000904

0．00181　　　0．00132

0．00153　　　0．000904

0．0076　　　　0．0076

0．00185　　　0．00185

0．000049　　　　0．000049　　　　0．000049　　0．000049

0．00019　　　　　0．00019　　　　0．00019　　　0．00019

0．000019　　0．000019

0．000959　　　0．000247

0．000959　　　0．000493

0．000521　　0．0000411

0．000521　　0．0000821

0．000959　　　0．000493

0．000521　　0．0000821

0，0076　　　　0．0076

0．00185　　　0．00185

0．000049　　　0．000049

0．00019　　　0．00019

fl O・005　　　　0・0005　　　　0・0005・　0・0005　　0・0005　　　0・0005
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（7）　NRPBのモデル

NRPBではチェルノブイリ事故に先立つ1984年に、公衆を対象とした体内動態モデル及び線量

評価モデルの開発を実施し、NRPB－GS3（4・33）に示している。NRPB・GS3では公衆を1歳児、10歳

児、成人の3年齢群に分類した。ICRP Publ．30は、作業場で働く作業者（成人作業者）の内部被

ばくの線量評価モデルを示したが、このNRPB・GS3は公衆（1歳児、10歳児、成人）の内部被ば

く線量評価モデルにICRP Publ．30の考え方を拡張したと位置づけることができる。公衆の線量

評価モデルに用いている基本的な仮定は以下のとおりである。

①ICRP Publ．30の呼吸器並びに消化管モデルを全年齢に用いる。

②　吸収率及び体内動態については特別なデータがない限り、ICRP Publ．30のモデルと値を用

いる。

③　体格の成長（全身の質量）は1歳から17歳まで指数関数的に増加するという以下の仮定式を

用いている。M（t）＝10exp（0．122（t・1））、ただし、Mは全身質量（kg）、tは年齢（歳）である。

④線源器官放射能量と標的器官の被ばくの関係を示すパラメータである比実効エネルギー

（SEE）は、以下の2つの仮定に従って求めて‾いる。

（カ　全身に対する臓器の質量比は全年齢で一定

（追臓器の寸法と臓器間距離は全身質量の三乗根に比例する。‘

一般環境においては、作業場と異なり、有機形として植物や動物に蓄積’され、食物連鎖として人

体に入ることが想定される。ヨウ素については、子供の代謝を含めより現実的なデータがあるため、

その値を用いる。なお、プルトニウム、アメリシウム、キュリウム、ネプツニウムについては作業

環境とは異なる一般環境での物理化学形を考慮して、消化管からの吸収率（fl値）にICRP

Publ．30とは異なった値を与えている。

ICRP Publ．60での放射線荷重係数の設定及び、組織荷重係数の改訂結果を反映して1991年

にNRPB・R245が出された。NRPB・R245（4■34）では年齢群をICRP Publ．56と同様の6群に拡張し、

ICRP Publ．56で扱っている12元素はモデル及びパラメータもICRP Publ．56に従っている。

NRPB・R245は水素、炭素、硫黄、コバルト、ニッケル、亜鉛、ストロンチウム、ジルコニウム、

モリブデン、テクネチウム、ルテニウム、銀、テルル、ヨウ素、セシウム、バリウム、セリウム、

鉛、ポロニウム、ラジウム、ウラン、ネプツニウム、プルトニウム、アメリシウムの25元素につ

いて扱っており。消化管からの吸収率を示すfl値は、NEA専門家グループの勧告値（4・35）に従って

いる。
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（8）各文書で引用された内部被ばくモデル

飲食物の摂取制限に関する指標作成の過程で用いられた内部被ばくモデルを表4．2－21に示す。

表4．2－21に関する指標作成の過程で用いられた内部被ばくモデル

文書 内部被ばくモデル 備考

環境放射線モニタリングに関 ICRP　Publ．2 I C R P 　P u b 1 ．2 は成人のデー

する指針 （原子力安全委員会） タのみであるため、歎射性ヨ

（19甲） ウ素に対してのみ年齢補正

（幼児 ：10、小児：5）を行っ

ている。

防災指針 （原子力発電所周辺の IC R P　P u b l．67　及び

防災対策について）（原子力安

全委員会）（1999）

N R PB ・R 245 （4・34）

食品中の放射能濃度の暫定限 ICRP　Publ．21－ 環境放射線モニタリングに関

度 する指針（原子力安全委員会）

（食品中の放射能に関する検

討会 ：厚生省内）（1986）

（1983）を引見

W H O ： 明確な引用記述なし。 CEC，IAEA，Institutefor

D erived Investigation R adiation H ygi en e，F ederal

Leve1台for　Radioactive H ealth ・0 伍ce，m P B ？係数

nuclides　in　foods（1988） を用いた記述されているが、出

典は明記なし。

IAE A　BS S一（Sa fet y　Se ries N R P B －R 立45 IAEA　BSS（Safety　L‾series

N o．115（4・6） No．115（4・6）はUIEAlO9（4●3）を

引用し、IA E A 109 は

N R PB ・R 245 を引用してい

る。
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4．3　IAEAの基準＿

4．3．1　緊急時の介入限度

放射線防護に関する国際的な基準埠、ICRPから勧善されてし．、る。ICRPによる勧告は、放射線

に関する様々な分野の専門家による国際的な議論をふまえたものであり、世界各国の放射線防護に

関する規制の規範になっている。しかしながら、ICRPは非政府機関であり、その勧告は各国に対

して拘束力をもつものではない。そこで、IAEAは、ICRP勧告の内容にもとづいて、WHOなどの

他の国際機関と協議して、加盟国に対して放射線防護基準を提示してきた。

MAは、緊急時の介入限度についても、防護基準と同様に国際的な基準を提示している（4・6）。

この中で、食品の誘導放射能濃度についての基準値も示されている。また、原子炉事故に限らず、

放射線防護全般に対する、最新の国際基本安全基準においても、緊急時の食品の誘導放射能濃度が

示されている（4◆6）。

4．3．2　原子力及び放射線緊急時の介入基準

IAEAは、原子力及び放射線緊急時の介入基準を1994年に、SafetySeriesNo．109として発表し

た（4・6）。ここでは、MAによる介入基準の設定方法についてまとめる。

（1）食品のカテゴリー

介入レベルの検討にあたり、表4．3・1に示す2つの食品カテゴリーが設定された。

表4．3・1食品カテゴリー

カテゴリー 内容 価格 年間摂取量

カテゴリー 1 牛乳，野菜，穀物，果実 ～1（＄収め 430（k g）

カテゴリー 2 肉，．乳製品 ～10（＄収め 60（k g）

（2）介入レベルの計算式■

最適化された介入レベルとしての食品中の放射能濃度は次式で計算される。

q仰＝

α×e（50）

ここで、

α。刀：食品中の放射能濃度（Bq収め

α：被ばく量による損失の価値（＄／Sv）

ム：重量当りの食品の価値（＄瓜∂■

e信砂：単位核種摂取当りの実効線量（Sv侶q）

である。

なお、e鋤は、核種別に以下の3グループに分類された。
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表4．3－2　核種グループ

グル ー プ 核 種 単位 核 種 摂 取

当 りの実 効 線 量

（S v 侶 q ）

グル ー プ 1 134Cs，137Cs，103Ru，106Ru，89Sr，131Ⅰ 10 ’8

グル ー プ 2 90S r 10 ‾7 ．

グル ー プ 3 241Am，238Pu，239Pu，240Pu・，242Pu 10 ●6

グループ1の核種の、食品カテゴリー1に対する介入レベルは、被ばく笹よる損失の価値変換を、

10，000～40，000（＄／Sv）として、以下のように求められるム

0．4～1（＄／kg）

10，000～40，000（＄／Sv）×～10欄（Sv侶心

先1，000～10，000（Bq耽g） （4．3．2）

被ばくによる損失の価値は、10，000～40，000（＄／Sdとされている∴先進国での一人当りの国民総生

産（GNP）、20，000（＄）を、単位Svの被ばくによる人名損失の価値の参考とし、データの不確かさを

2倍程度として、10，000～40，000（＄／Sv）が与えられている。なお、2003年の日本における国民一人

当り．の国内総生産（GDP）は33，727（＄）（4・36）である。

なお、（4．3．1）式は、ICRPPub163（4・14）で示された算出式と同じものである。このことからも、IAEA

が、ICRPが示す方式に従って介入レベルを算出したことが分かる。

（4．3．1）式では、年間の被ばく線量限度をもとに介入レべノ卜を算出するのではなく、食品の価値と

被ばくによる損失の価値から介入レベルが計算されている。この点は、コーデックス委員会（Codex

AlimentariusCommission：FAO／ⅣHO合同食品規格委員会）（4－12）やwn0（4・10）による基準の設定方

法と異なっている。

（3）介入レベルの範囲

（4．3．1）式にもとづき求められた介入レベルの範囲を表4．3－3に示す。

表4．3・3　食品の摂取制限及び代替に関して最適化された介入レベルの範囲

放射性核種のグループ

食品カテゴリー 1 食品カテゴ リー 2

牛乳，野菜，穀物，果実 写し製品

（B q此g） （B q此g）

グループ 1 （10・さS v侶 q） 概ね 1，0 00～10，00 0 概 ね 10，0 0 0～ 100，00 0

グループ 2 （10■7 S v侶 q） 概ね 10 0～1，00 0 概 ね 1，0 0 0～ 10，0 0 0

グループ 3 （10・6 S v侶q） 概ね 10～ 100 概 ね 100 ～ 1，0 0 0

注：これらの値は代替の供給が容易に利用可能であるという前提にもとづく。この範囲は、単位

核種摂取当りの被ばく量10－8，10－7，10－6（Sv侶q）それぞれに対応している。
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牛乳については、乳牛の飼料の価格に注目した計算が行われた。（4．3．1）式のあを飼料の価格（0．1

～0．5（＄））として一日当りの飼料25（kg）の1／3が代替品で置き換え可能とされた。また、牛乳の

生産量は10（以日）とされた。グループ1の放射性核種については、（4．3．3）式に示すように介入レベ

ルの範囲が求められた。

0・1～0・5（＄噸×；×25（k錘y）

10，000～40，000（＄／Sv）×10（e／day）×～10J（Sv侶q）

た100～1，000（Bq此g）

牛乳について求められた介入レベルの範囲を、表4．3・4に示す。

表4．3・4　牛乳の代替に関して最適化された介入レベルの範囲

（4．3．3）

放 射 性 核 種 の グル ー プ
介 入 レベ ル

（B q 肱 g ）

グ ル ー プ 1 （1 0 ・8 S v 侶 q ） 概 ね 1 0 0 ～ 1 ，0 0 0

グ ル ー プ 2 （1 0 ・7 S v 侶 q ） 概 ね 1 0 ～ 1 0 0

グ ル ー プ 3 （1 0 ・6 S v 侶 q ） 概 ね 1 ～ 1 0

飼料からの放射性核種の移行に時間がかかるために、肉については半減期を考慮した計算が行わ

れた。セシウムについて半減期を30日として、一頭の牛から300（kg）の肉が生産されるとした場合、

介入レベル範囲は次式のように求められる。

0．1～0．5（＄此g）×25（kg／day）

10，000～40，000（＄／Sv）×300kgx

彩100～1，000（Bq此g）

ln2．＿＿▲，∧＿8
×～10．‾○（Sv侶q）

30（day）

主な放射性核種に関する計算結果を表4．3・5に示す。
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表4．3－5　肉の代替に関して最適化された介入レベルの範囲

放 射 性 核 種
介 入 レベ ル

（B q 肱g）

137 C s 概 ね 10 0 ～ 1 ，0 00

131Ⅰ 10 0 ～1 ，00 0

90S r 数 10 ～数 1，00 0

239P u 概 ね 100 ～ 1，0 0 0 ／

単位核種当りの被ばぐ線量は成人のデータに＿よる。

介入レベル範囲の検討においては、表4．3・6に示す年齢別の単位核種摂取当りの実効線量のデー

タが用いられた。これらのデータは、NRPBによる内部被ばくモデルにもとづいている（4－34）。

表4．3－6　年齢グループ別の、単位核種摂取当りの実効線量

放 射 性 核 種
．臓 器 へ の 移 行

係 数 （成 人）

単 位 核 種 摂

取 当 りの

単 位 核 種 摂

取 当 りの 臓 器 へ の

単 位 核 種 摂

取 当 りの

実 効 線 量 、実 効 線 量 移 行 係 数 実 効線 量

（成 人）

・（S v 侶 q）

（1 歳 児）

（S v 侶 q）

（乳 児） （乳 児 ）

（S v侶 q）

134C s 1 1．9 ×1 0 ●8 1．3×1 0 －8 1 2．5×1 0－8

137C s 1 1．3×1 0●8 1．0×10■8 1 2．1×1 0●8

131Ⅰ 1 2．2×1 0●8 1 1・8×1 0 ●7 1 2．4×1 0■7

103R u ■0．0 5
　　　　王

1 ．1×1 0 ■9　 葦　 6 ．3 ×1 0 ●9 0．1 1．2×10－8

106R u 0 ．0 5 ．1．1×10－8 　7 ．3 ×1 0 －8
1

0 ．1 1．4 ×1 0■7

89S r 0．3 3 ．4 ×1 0 ‾9 2．4×10‘8 0．6 3．7×10‾8

90S r 0．3 2 ．8 ×1 0 ‾8 1．2×1 0－7 0 ．6 2．6×1 0－7

238P u 5×1 0‾4 2．6×10－7 6 ．1×10 ‾7 5 ×1 0 ‾3 6 ．2 ×1 0●6

239P u 5×1 0 ■4 2．8×10‾7 6 ．4 ×1 0●7 5 ×1 0 －3 6．5×10－6

241A m ・ 5×1 0 ●4 2．9×10●7 6．7×1 0－7 5 ×1 0 ●3 6．8×10■6

（4）介入レベル

ICRP Pub163及びコーデックス委員会によるガイドラインとの整合性を考えて、表4．3－7の課

介入レベル範囲が選択された。また、核種別には表4．3・8に示す介入レベルが設定された。
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表4．3－7　食品に対する最適化された介入レベル

・ 次

グ／レ－プ

（よ56））★

最適化された介入レベノ叫B 鵬

食品の回収 ・ 汚染されていない食品による代替

食品カテゴリー 1 食品カテゴリー 2 牛乳 肉

グループ 1

（10‾8S v侶d
1，00 0～10，000 10，（泊0～100，000 100～1，000 1訂C s 数 100～数 1，00 0

131Ⅰ 100～1，000

カ レープ 2

（10・7 S v侶d
1 0 0 ～1 ，∝旧． 1，00 0～10，000 10～100 錮S r 数 10～数 1，000

カ レープ 3

（10づS v侶d
10一一100 100－1，000 1一一10 却 P u 数 100－数 1，000

★単位核種摂取当りの実効線量

表4．3・8　放射性核種別の食品中の誘導介入放射能濃度レベル

放射 性核種

介入 レベル （B q此 g）

一般食品 牛乳、乳幼児食

134Cs，137Cs，103Ru，10 6Ru，89Sr

　 131Ⅰ

1・，000 1，000

10 0 r

90S i
10 0

241Am，238 Pu，239 Pu，2 40Pu，242Pu 10 1
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4．3．3　電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準

最新の、放射線防護に関する国際基本安全基準13（BSSl15：Basic Safety Standard，Safety

Series No．115、以下、BSS・115と呼ぶ）は、ICRPの1990年勧告（4－13）の内容を反映したものであ

る。

（1）公衆の被ばくに対する線量限度

BSS・115における、線量限度等の基本的な基準及び放射線防護の考え方は、ICRP1990年勧告

と同じ内容である。しかしながら、一部にICRPの勧告と異なる部分もある。特に、原子力事故に

ともなう食品？放射能汚染を考える際に重要な、公衆の被ばく線量限度についても、BSS－115と

ICRPの1990年勧告で異なる部分がある。具体的には、BSS－115においては、特別な状況におい

ては、5年間の平均線量が1m岳Ⅴを超えないと場合に限り、年間の実効線量として5（mSv）という基

準が設定されている。このような基準は、ICRPの1990年勧告にはない。5（mSv／年間）という畢

準値は、コーデックス委員会（4・12）やWHO（4・10）による放射能に汚染された飲食物摂取制限の誘導介入

放射能濃度を算出する際に用いられた被ばく線量限度と同じ値である。

（2）誘導介入放射能濃度・

丑SS・115においては、表4．3－8に示すように、放射性緊急時の場合の基準と同じ値が示されてい

る（4・5）。このことは、食品に関する放射能汚染の基準が、より一般的な国際基本安全基準にも取り入

れられたことを示している。

表4．3・8IAEAの国際安全基準で示された食品中の誘導介入放射能濃度レベル

放射性 核種

介入 レベル （k B q瓜g）

一般食品 牛乳 、乳幼児食

134Cs，137 Cs，103 Ru，106 Ru，89Sr

　 131Ⅰ

1 1

0．1

90S r 0 ．1

241 Am，238Pu，239Pu，2 40Pu，242 Pu 0．0 1 0二0 0 1

（3）最新の緊急時対応についての基準・

IAEAが2002年に発表した、「原子力又は放射能による緊急事態のための対策及び対応」（4°13）

においても、食品の摂取制限に関しては表4．3．1と同じ基準が用いられている。

13国際原子力機関（lAEA）は、1996年に「電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国

際基本安全基準（InternationalBasicSafetyStandardsforProtectionagainstIoni2AmgRadiation

andfortheSafetyofRadiationSources．）ⅠAEA SAFETY SERIES No・115」（BSS）を刊行
した。
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4．4　食品安全に関する国際機関の基準

4．4．‾1　事故による放射能汚染後の食品国際商取引におけるガイドライン

コーデックス委員会（FAO∧VHO合同食品規格委員会）は、消費者の健康の保護、食品の公正な

貿易の確保等を目的として、1962年にmO及びWHOにより設置された国際的な政府間機関であ

り、国際食品規格（コーデックス規格）の作成等を行っている。我が国は1966年より参加してい

る。

（1）コーデックスによるガイドラインレベル

第18回コーデックス委員会（1989年ジュネーブ）では、「事故による放射能汚染後の食品中放

射性核種のガイドラインレベル」が採択された（4・■12）。このガイドラインレベルは、原子力事故後の

一年間に適用される。ガイドラインの目的と各国に求められる対応は以下の通りである。

ガイ ドラインの目的 ガイ ドラインレベルは、国際貿易で移動する食品の規制に使用することが

目的である。

各国の対応 ． 国際貿易で移動する食品が、ガイ ドラインレベルを上回る場合、各国の政

府はその食品をその国内あるいは管轄区域内で流通 させるべきかどうか、

どのような状況で流通させるべきかを決定 しなければならない。

コーデックス委員会が定めたガイドラインレベルを表4．4－1に示す。

表4．4・1事故による放射能汚染後の食品国際商取引におけるガイドライン

単位 因子 （核種 ） 摂取 代表 核 種 レベ ル

当た りの線 量 （S v侶 q） （B q瓜g）

一 般 消 費用食 品 10－6 241 Am，2 39P u 10

10●7 90S r 10 0

10●8 131Ⅰ，134C s，137C s 10 0 0

牛 乳 及 び乳児 食 品 10－6 2 41 Am，23 9P u 1

10●7 131Ⅰ，90Sr 10 0

10－8 134C s，137C s 10 0 0

この値は、事故の後、国際貿易で移動す卑食品を汚染している放射性核種だけに適用するよう設

定されている。食品中に常に存在する天然起源の放射性核種は適用外である。また、このガイドラ

インレベルの適用期間は、原子力事故の後の一年間である。原子力事故とは、放射性核種の環境へ

の放出に制御が効かなくなり、国際貿易に供される食品の汚染を招く状況を意味する。

なお、このガイドラインレベルは、著しく保守的な仮定にもとづいていることから、単位核種摂

取当たりの線量グループの間での寄与を加える必要はなく、3グループはそれぞれ独立して取り扱

うべきものとされている。しかしながら、事故により食品の汚染を起こしている放射性核種が、同

一の線量グループで複数ある場合には、それぞれの放射能濃度を足し合わせてガイドラインレベル

と照らし合わせなければならない。例えば、単位核種摂取当たり線量が10・8（Sv侶q）のグループに
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対する1000（Bq／kg）という値は、その線量グループに割り当てられる全ての核種による汚染物質の

合計である。

表4．4－1に示されたレベルは、消費用に調整された食品に適用することを目的としたものである。

乾燥或いは濃縮食品を希釈或いは還元する前に適用するのであれば、必要以上に厳密にこれらのレ

ベルを適用する必要はないとされている。

（2）ガイドラインレベルの算定方法

被ばく線量の参考値は、検討当時の公衆の年間線量限度5（mSv）とされた。この他、

・平均的な年間の総食品消費量

・様々な放射性核種の単位摂取当たりの線量

・食品消費パターン

を仮定して、（4．4．1）式によりガイドラインレベルが算出された。

レベル＝些
椚×d

ここで、

点乙β　＝　被ばく線量の参考値（Sv）

皿　＝　食品消費量（kg）

d　＝　単位核種摂取当たりの線量（Sv侶q）

である。

レベルを計算する際に以下の仮定がおかれた。

（4．4．1）

仮 定 ① 参 考 値 で あ る 、5 （m S v ）は 、 ほ と ん ど の 放 射 性 核 種 に つ い て 事 故 後 の 最 初 の 一 年 間 の 摂 取

に 起 因 す る 内 部 被 ば く の 預 託 線 量 当 量 で あ る 。 極 め て 保 守 的 な 仮 定 が お こ な わ れ て い る

た め 、 結 果 的 に 個 人 の 被 ば く線 量 は わ ず か 1 （m S v ）程 度 や 、 そ れ を 超 え る こ と は ほ と ん

ど あ りそ う に な い 。

仮 定 ② 5 5 0 （k g ）の 食 品 が 年 間 に 消 費 さ れ 、 そ の 全 て が 汚 染 さ れ て い る 。

仮 定 ③ 対 象 と な る 放 射 性 核 種 （131Ⅰ，137C s ，134C s ，90S r，239P u ） の 単 位 摂 取 当 た り の 線 量 は 便 宜

上 、 次 の 3 つ の ク ラ ス に 分 け ら れ 、 r一 般 公 衆 に 適 用 す る 。

1 0 ・6S v 侶 q ： 239P u 及 び 他 の ア ク チ ニ ド14 な ど 。

1 0 ・7S v 侶 q ： 90S r 及 び 他 の ベ ー タ 核 種 15 な ど。

1 0 ・8S v 侶 q ： 134C s ，137C s，131Ⅰな ど 。

乳 児 用 食 品 及 び 牛 乳 に 関 し て は 、 単 位 摂 取 当 た り の 線 量 と し て 1 0 －5S v 侶 q が 10 －6S v 侶 q

の 代 わ り に 使 用 さ れ 、 13 1Ⅰは 10 ・7S v 侶 q ク ラ ス の 放 射 性 核 種 に 入 れ ら れ た 。

14原子番号89のアクチニウムから103のローレンシウムに至る15の元素の総称。
15ベータ線を放出する核種。
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これらの仮定を（4．4．1）式に適用すると、10●8Sv侶qグループの放射性核種の一般公衆に対するレ

ベルは、以下の通りとなる。

5×10－3

550×10‾g

＝909（β曾／短）

この値は1000（Bq此由にまとめられた。アクチニドについては単位核種摂取当たりの線量が100倍

・なので、この値は10（Bq化g）となり、10．7（Sv侶q）クラス（90Sr等）の放射性核種については100（Bqrkg）

とされた。

WHOは、「食品中の放射性核種の派生介入レベル」（4・10）において、乳児用に別のガイドラインを

提案している。その値は、乳児の牛乳の消費量として275（超／年）、90Sr，131Ⅰ，137Csの乳児に対する線

量変換係数を、1．1×10‾7（Sv侶q）、3．6×10・6（Sv侶q）、1．0×10・8（Sv侶q）と設定している（1歳児に対

して）。こうして得られた、乳幼児に対するWHOガイドラインレベルは以下のとおりである。

90Sr160（Bq／包）

13111600（Bq／也）

※甲状腺に対する線量の参考値を50（mSv）、131Ⅰの平均寿命を11．5日として算出

137Cs1800（Bq／旦）

しかしアルファ線を放出するアクチニドを摂取する乳児の単位核種摂取当たりの線量は検討当時

に、上向きに改正されており、慎重な措置として牛乳及び乳児食品を消費する乳児には、これらの

放射性核種に対する単位核種摂取当たりの線量として10・5（Sv侶q）が適用された。

また、乳児の感受性を反映させるため、131Ⅰの単位核種摂取当たりの線量は10■7（Sv侶q）が割り当

てられ、90Srと同じクラスに置かれた。
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、4．4．2　放射線大事故による広域放射能汚染後の誘導介入レベルガイドライン

チェルノブイリ事故発生後、WHOは各国の規制当局が自国から遠くはなれた地域で発生した原

子力事故により食品の放射能汚染に対して、被ばくによる公衆のリスク低減を図るための意思決定

（政策決定）の助けとなるガイドラインを作成することが有用であると判断した。参考文献（4・10）

は、WHOによるガイドラインの作成を解説したものである。

誘導介入レベルは、（4．4．2）式で算出されている。

n比＝些旦
∽×d

ここで、

以乙　＝　誘導介入レベル

点乙か　＝　被ばく線量の参考値（Sv）

皿　＝　食品消費量（kg）

d　＝　単位核種摂取当たりの線量（Sv侶q）

である。

（4．4．2）

（1）介入の線量レベル

WHOは、ICRPが原子力事故発生地域の近隣の公衆に対する介入線量レベル5（mSv／年）（4・4）を、

事故発生地域から離れた国々の公衆にも適用可能であるとした。なお、ICRPが示した介入線量レ

ベルは、事故発生から1年間を想定している∴WHOは、この介入線量レベルにもとづいて、誘導

介入レベルを算出した。なお、内部被ばく線量5mSvは、甲状腺のみが被ばくしたとすると、甲状

腺線量で167mSvと過大な線量になるため、ヨウ素の介入線量レベルを検討する際には、甲状腺線

量50（mSv／年）が用いられた。

（2）食物摂取データ

140の国と地域の食物摂取データが検討され、表4．4・2に示すように、7種類の食品のカテゴリー

と、8種類の食習慣の異なるグループに分類された。

表4．4・2　食習慣の異なるグループ別の食物摂取データ（単位：kg／年）

食 習 慣 別 の

地 域 グ ル ー プ 穀 類 根 菜 －
転 菜

果 物 肉 魚 牛 乳

ア フ リカ 12 7 ．4 13 4 ．8 2 5 ．9 4 5 ．2 室 16 ．8 1 5 ．0 2 8 ．9

中 央 ア メ リ カ 1 13 ．2 4 6 ．0 3 8 ．8 9 8 ．6 4 2 ．3 18 ．7 8 2 ．2

中 国 1 7 1 ．7 85 ．8 8 5 ．2 5 ．5 15 ．0 8．9 1 ．9

東 地 中 海 18 8 ．2 19 ．3 9 1．6 10 1 ．5 3 0 ．4 8 ．4 74 ．3

ヨー ロ ッ パ 1 2 1 ．1 7 2 ．7 86 ．7
8 1．■4 7 5 ．3 2 0 ．2 1 54 ．9

極 東 －2 0 6 ，6 2 8 ．4 54 ．3 4 8 ．3 2 1．5 2 4 ．4 33 ．6

北 米 1 6 1 ．9 －2 0 ．0 63 ．4 16 3 ．9 2 4 ．0 7 ．3 77 ．2

南 米 12 9 ．5 6 7 ．6 3 4 ．2 8 3 ．2 4 8 ．4 1 4 ．4 1 7 0 ．7
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誘導介入レベルの算出に当たっては、個別の食習慣グループの食物摂取データではなく、標準化

された単一のデータが用いられた。標準化に当たっては、表4．4・2の食習慣グループ別の最大の食

品摂取量を規格化したデータが用いられた。規格化は、表4．4－2の各食品の最大値の合計785（kg）

を、mOによる年食品摂取量の550（kg）すること、すなわち表4．4・2の食品別の最大値の0．7とな

る値をもとに行われた。表4．4－3に示すように、標準値は規格化された値の端数を切り捨てたもの

である。

表4・4・3　食物摂取量の地域別最大値と標準化された値（単位：kg／年）

翠類 根菜 野菜 果物 肉 魚 牛 乳

最大値 205 13 5 90 100 75 25 155

標準値 140 100 60 70 50 15 105

なお、飲料水については、成人の場合700（超／年）が用いられた。

（2）対象核種

事故によって放出される核種の範囲は、施設のタイプと事故の性質と重大さに依存する。全ての

核種について誘導介入レベルを設定することも可能だが、実際には最も潜在的影響の大きい核種に

ついて計算する。重要核種は、施設の安全解析や、いろいろな事故の状況における核種の組合せに

より特定される。核種の範囲と量は施設のタイプで異なる。そのため施設と被ばく経路に対して決

めておく必要がある。ここでは、事故によって放出されると考えられる核種であり、食物連鎖に取

り入れられた場合に遠方の地域でも影響が出る長半減期の核種を対象とする。

以上の観点で検討した結果、表4．4・4に示した核種が、誘導介入レベル算定の対象とされた。検

討においては、以下の文献のデーダ等が参考とされている。

・Alpert，D．J．etal．“RelativeImportance ofIndividualElementstoReactorAccident

ConsequencesAssumingEqualReleaseFractions，’’NUREG／CR－4467，（1986）．

・Charles，D・etal・“Contributionsofnuclidesandexposurepathwaystotheradiological

COnSequenCeS・Of degTaded core accidents postulated　for the Sizewell PWR，”

NRPB－MlOO，（1983）．

・USNRC，‘‘Reactor safety study：an assessment ofaccidentrisksinUS commercial

nuclearpowerplants，”WASH・1400，App．ⅤⅠ（NUREG・75／014），（1975）．
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表4．4－4　原子力事故後の食品汚染で重要な核種

90S r

13 1Ⅰ

1 34 Cs，13 7C s

239P u

（3）単位核種摂取当りの被ばく量

単位核種摂取当り’の被ばく線量については、表4．4－5に示すデータが用いられた。

表4．4－5　年齢に依存した単位核種摂取当りの被ばく量（Sv侶q）

核 種 1 歳 年 齢 10 歳 年 齢 成 人

90s r ム 1 ．1 × 10 ‾7 4 ．0 × 10 ‾8 3 ．6 × 10 －8

131IC 3 ．6 × 10 ‾6 1．0 × 10 ‾6 4 ．4 × 10 ‾7

154c s ム 1．2 × 10 ‾8 1．2 × 1 0 甘 2 ．0 ×1 0 ‾8

137c s ム 1 ．0 × 10 ‾8 1．0 ￥ 1 0 ‾8 1 ．3 × 1 0－8

239p u ム 2 ．4 × 10 ‾6 1．4 × 10 ‾6 1．3 × 1 0●6

∂lCRPが勧告するまでの暫定的な値．

ム　実効線量当量への寄与

C　甲状腺の線量当量への寄与

上記の値はICRPによる勧告値とは異なり、様々な機関から発表されているデータを参考にした

ものである16。なお、誘導介入レベルの算定に当たっては、上記のデータを丸めて、以下の2種類

の単位核種当りの被ばく線量データが用いられた。

表4．4－6　誘導介入レベルの計算に用いられた単位核種摂取当りの被ばく量（Sv侶q）

分 類 該 当核 種 単位 核 種摂 取 当‘りの

被 ば く量 （S v侶 q）

高 い破 ぱ く線 量 の核 種 239P u 10●6

低 い被 ば く線 量 の核 種 90S f

131Ⅰ

134Cs，137Cs

10 ■8　′

（4）誘導介入レベルのガイドライン

以下に示す前提で誘導介入レベルが求められた。

①最大年間預託線量当量を5（mSv）とする。ただし、甲状腺の最大預託線量当量は50（mSv）

16欧州共同体委員会（CEC：CommissionoftheEulopeanCommunities），IAEA，Institutefor

RadiationHygiene，FederalHealthOffice，FederalPublicofGermany，NationalRadiological
Pr。teCtionBoard　のデrタを参照したと記述されているが参考文献は明示されていない。
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②標準化された食物摂取データを用いる（表4．4・3参照）。

③単位核種摂取当りの被ばく量については、2種類のクラスをもうける（表4．4・6参照）。

なお、乳児については放射線感受性が高いので、別途レベルが設定された。

7つの食品カテゴリーと飲料水に対する誘導介入レベルのガイドラインを表4．4－7に示す。この

レベルは、単一の核種で単一カテゴリーの食品が汚染された場合について適用される。

表4．4・7　誘導介入レベルのガイドライン（単位：Bq茂g）

核種 の ク ラス 穀類 根菜類 野菜 果物 肉 牛乳 ■ 魚 飲料水

Ⅰ：高線 量率

（10－6sv／Bq）
35 50 80 70 10 4 5 350 7

ⅠⅠ：低線 量率

（10‾8sv ／Bq）
3500 5000 8000 70 00 1000 0 45 00 3 50 00 700

乳児については年間の食物摂取量として牛乳275（kg）、飲料水275（kg）を適用したガイドラインが

別途、表4．4・8に示すように定められた。

表4．4－8　乳児に対する誘導介入レベル（単位：Bq化）

核 種 ノ ・レべ ′レ

90sr 1 6 0

131Ⅰ 16 0 0 8

137c s 1 8 0 0

239p u 7

3131Ⅰの半減期：11．5（day），甲状腺線量：50（mSv）

複数のカテゴリーの飲食物が複数の放射性核種で汚染された場合、対応する誘導介入レベルは

（4．4．3）式で計算する。

∑∑哉告≦l
J　′

ここで、

である。

（4．4．3）

C（才，′）：　飲食物カテゴリー中の′中の放射性核種才の濃度

か比（f，′）：飲食物カテゴリ」′の中だけに核種fだけがあるとして計算した誘導介

入レベル（表4．4・7）
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4．5　諸外国の基準

（1）米国

米国の原子力緊急時の防護措置に係る介入レベルは、PAG（PtotectiveActionGuides）として公的

機関の防護対策や意思決定のために1992年にマニュアル化されている。（4‾37）（4●38）飲食物については、

FDAが1982年に策定した基準が盛り込まれている。事象を早期、中期、長期に分けて、被ばくの

経路と防護対策を対応させている（図4．5・1）。

図4．5・l PAGにおける事象のフェーズと被ばく経路及び防護対策（4‾37）
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PAGには2種類あり、一つは食品や飼料の放射能汚染を予防あるいは低減して影響を最小限にす

る活動を行うための予防（preventive）PAGであり、甲状腺被ばくで15mSv（1．5rem）、全身で被ばく

で5mSv（0．5rem）になる。もう一つは汚染された食品を市場から隔離したり、廃棄したりの判断を

するための緊急（emergency）PAGで、甲状腺被ばくで50Sv（5rem）、全身で被ばくで150Sv（15rem）

に相当する。緊急時mGにおいて健康災害が予測される場合は、影響を拡大する活動でも正当化

される。（4・37）

対策レベルを次式で定義して、対策実施の基準としている。（4・37）

対策レベル
総摂取量レC中

消費量圃

食品の消費量のデータは、U・S・Department ofAgriculture．Household Food ConsumPtion

Survey（1965～1966）から作られたもので、表4．5・1のとおりである。

表4．5・1PAGにおける食品消費量データ（4・37）

食 品 一 般公 衆 の平均 消費 量 転 ／勿 ′】

ミル ク、チー ズ 、 ク リー ム 、 アイ ス ク リー ム ．5 7 0

脂 肪 、 油 ．0 5 5

小 麦 粉 、 シ リアル ．0 9 1

ベ ー カ リー 製 品 ．． ．15 0

牛 肉 ．22 0

鶏 肉 ．0 5 5

魚 介 ．02 3

タ マ ゴ ．0 5 5

砂 糖 、 シ ロ ップ、蜂 蜜 、糖 蜜 な ど ．0 7 3

イ モ ．10 5

生 野 菜 （イモ を含 む ） ．14 5

缶 詰 、 冷 凍 また は乾燥 野 菜 ．0 7 7

野 菜 ジ ュー ス ．0 0 9

果 物 （生） ．16 5

缶 詰 、 冷凍 または 乾燥 果 物 ．0 3 6

果 物 ジ ュー ス ．04 5

そ の 他 飲 み 物 （ソフ トド リン ク、 コー ヒー 、 ．18 0

ア ル コール飲 料）

ス ー プ及 び グ レー ビー ソー ス （濃 縮） ．0 3 6

ナ ッ ツ及 び ピーナ ッツバ ター ．0 0 9

合 計 2．099

対策レゲルは（i）牧草への沈着（立）食品や飼料の単位体積または単位質量中の量（揖）食事の

総量中における特定の核種の放射能量によって求める。予防RAGと顛急時PAGに該当する対策レ

※1【Ci］＝3．7×1010【Bq］，米国ではSI単位の【Bq］ではなく、従来単位の【Ci］が使用されている。
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ベルを食品量あたりの放射能量で表すと、表4．5－1及び表4．5－2のようになる。〉予防PAGは1歳未

満の幼児（胎児を含む）を評価基準として設定された。緊急時PAGは幼児と成人に分けている。（4－37）

表4．5・2　予防PAGに対する対策レベル（4■37）

131Ⅰ 134C s 137C s 90S r 89S r

初 期 の 単 位 面積 あ た りの 放 射 能 沈 着 量

　　　　 レr f／項 0 ．1 3 2 3 0 ．5 ■ 8

食 品 （生 の質 量 ） 中濃 度

　　　　 レ d f／短 ］
0 ．0 5 0 ．8 1 ．3 0．1 8 3

ミル ク 中 の ピー ク 濃 度

　　　　　 レ C 叫

1

0 ．0 1 5 0．1 5 0．2 4 0 ．0 0 9 0．14

食 事 総 量 中 の放 射 能

　　　　　 レ C f】
0 ．0 9 4 7 0 ．2 2．6

（1【Ci】＝3．7×1010【Bq】う

表4．5・3　緊急時PAGに対する対策レベル（4●37）

131Ⅰ 134C s 137C s 90S r 89S r

幼 児 成 人 幼 児 ．成 人 幼 児 成 人 幼児 成 人 幼 児 成 人

初 期 の 単位 面積 あ た りの

放射 能沈着量 レα ／∽2」
1．3　■ 18 2 0 4 0 3 0 ’ 50 5 2 0 8 0 16 0 0

食 品 （生 の質量 ） 中準 度

　　 レ C f／短 ］
0 ．5 7 8 17 13 19 1．8 8 3 0 7 0 0

ミル ク中の ピー ク濃度

　　 レC f／g】
0 ・1声 2 1．5 3 2．4 4 0 ．0 9 0．4 1．4 3 0

食 事総量 中の放射 能 ＿

　　　 レ C f］
0．9 10 40 7 0 70 8 0 2 7 ． 2 6 4 0 0

（1【Ci】＝3．7×1010【Bq】）

1982年のFDA基準は、放射線による癌発生確率が自然発生率に比例する相対リスクに関する

FRC（FederalRadiation Council）のレポートにに基づいて作られた。ICRPのPublication26によ

る実効線量当量を取り入れている。（4●39）

（2）カナダ（4・40）

カナダでは、食品薬品法（HealtbCanada，1981／1998）に基づいて、食品についての介入レベルを

3つの食品グループについて、それぞれ年間lmSvに設定している。3つの食品グループとは、①

牛乳②その他ゐ飲食物③公共水道水である。これは食事全体で年間3mSvとしていることによる。

この介入レベルを被ばくがlmSvにいたる誘導放射能量として対策レベルとしている。このレベル

はCodexのガイドラインに適合している。
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介入レベルの基準について、カナダ政府と州政府、他国及び国際機関と比較した表を表4．5－4に

示す。

表4．5－4介入レベルの比較（4・40）

機 関

防護 対 策

退 避 避 難 移 転 安定 ヨウ素剤 食 品 管理

（m S v ） （m S v） （m S v） （m S v） （m S v ）

カ ナ ダ政府 5 （1 日で） 5 0 （7 日で） 5 0 （年 間 ） 10 0 1 （3）

O n ta rio

州 政府
1・10 10 －100 2 0 （年 間 ） 10 0 －100 0 5

Q u eb ec 5 10 2 0
5 0

1 年 目 ：

2 （食 品 毎）

州 政 府 （発 生初 期 ） （発 生初期） （1 年 自） 2 年 目以 降 ：

1 （食 品毎 ）

N ew B ru n SW ick

　 州 政 府
5 0 10 0 5

米 国（E R 心 5・5 0 10 ・50 5 0 （生涯 ） 2 50 5

英 国 （N R P B ） 3・3 0 30 ・30 0 3 0 ・30 0 3 ■

M A （19 9 4 ） 10 （2 日で） 50 （7 日で） 3 0 （月 間） IOO 5

IC R P （19 9 3） 5・5 0 5 0 ・50 0 5 ・15 （月 間） 5 0・50 0 1 0

（3）EU（4・41）（4・42）

国際的な組織、ICRP、IAEA、WHO／mO及びEUはいずれも食品の回収／交換や農業対策の介

入レベル（対策を講じた場合の回避線量のレベル）と対策レベル（介入を正当化できるだけの線量

率や濃度の低下できるようなレベル）の基準を持っている。加えてコーデックス委員会は国際商取

引における食品の移動に必要な品質を定めている。

EU理事会では、‾EU加盟国に係る食品の流噂や消費における不確実な要素を考慮した上で最大

許容レベル（MaximumPermissibleLevel）を設定した。これは、将来事故が発生した場合には即発

夢できるように予め設定している基準であり、その後3ケ月以内に事故及びその影響の実態を考慮

した基準を再構築することとしている。加盟国は最大許容レベルの範囲内で介入レベルや対策レベ

ルを設定する。

表4．5・5にEU理事会が定めた最大許容レベルを示す。4つの放射性核種のグループに対して定

めており、各グループの最大許容レベルは十分な余裕を持って設定してあるので他のグループと独

立で使うことができる。
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